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１  計画の位置付け 

（１） 計画策定の目的 

 本計画は、平成１８年１１月に策定された東小金井駅北口土地区画整理事業区域内

公共施設整備構想（以下「整備構想」という。）等を踏まえて、東小金井駅北口まちづ

くり事業用地（以下「まちづくり事業用地」という。）における最適な公共施設の整備

及び公共資産の活用を図るため、公共施設の機能及び規模並びに事業手法等について

検討し、今後の基本的な進め方を明確にすることを目的としています。 

 事業を実施する際には、財政状況等を踏まえて事業年度等を検討し、市民参加によ

って基本設計等を実施して、進めていくものとします。 

 

計画の対象地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり事業用地 
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（２） 上位計画等との関係 

  ① 第４次小金井市基本構想・前期基本計画（平成２３年３月策定） 

 市の最上位計画である第４次小金井市基本構想においては、「東小金井駅周辺は、

土地区画整理事業などにより、東部地区の中心として一部に商業、業務機能を持た

せた地区として整備を推進します。」（ｐ．１７）とされています。 

 これを受けて、前期基本計画では、「東小金井駅周辺は、東部地区の中心として整

備を進め、駅北口の土地区画整理事業を推進し、交通広場・都市計画道路などの整

備を行い、商業・業務・文化機能の導入を図ります。」（ｐ．６９）としています。 

 まちづくり事業用地における公共施設の整備等においても、土地区画整理事業の

円滑な推進を図りつつ、都市計画による土地利用制限の範囲内で公共・公益施設機

能の導入を図ることが求められています。 

 

  ② 小金井市都市計画マスタープラン（平成２４年３月策定） 

 第４次基本構想・前期基本計画を踏まえ、「市の都市計画に関する基本的な方針」

を明らかにした小金井市都市計画マスタープランにおいては、東小金井地域のまち

づくりの方針として「東小金井駅北口は、土地区画整理事業による市街地の再編を

進め、拠点性の向上を図ります。併せて、土地区画整理事業区域内で取得するまち

づくり事業用地については、市民の意向を踏まえた最適な整備活用を進めます。」（ｐ．

５２）とされています。 

 土地区画整理事業によるまちづくりと連動する形で、市民の意向を踏まえた最適

な整備及び活用を図ることが求められています。 

 

  ③ 東小金井駅北口土地区画整理事業区域内公共施設整備構想（平成１８年１

１月策定） 

 市では第４次小金井市基本構想・前期基本計画及び小金井市都市計画マスタープ

ランの策定に先だち、「進行している東小金井駅北口土地区画整理事業との整合を図

りながら、土地区画整理事業区域内で小金井市が取得予定の当該用地を活用した公

共・公益施設機能の整備のあり方、その機能導入の位置のあり方等について、小金

井市として基本的な考え方を整理することを目的」（ｐ．１）として、整備構想を策

定しました。 

 整備構想においては、平成１７年度市民意向調査、東小金井駅北口まちづくり協

議会アンケート調査及び第３次小金井市基本構想・後期基本計画をはじめとする諸

計画に位置付けられている整備予定施設等を整理して、「『やさしさと生きがいの拠

点』となる施設として、多様な人々のやさしさあふれる交流を推進し、こうした多

様な交流が中核となってまちの構成と魅力ある賑わいの創出を先導する役割を担う

施設」（ｐ．１２）として、「『交流』、『健康・福祉』、『生涯学習』、『賑わい』の４つ

の機能をイメージする。」（ｐ．１２）としました。 
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 また、「求められる類似機能の集約・複合化を図り、効率的・効果的な各種の拠点

機能の整備を目指す。」（ｐ．１０）こととしています。 

 

東小金井駅北口土地区画整理事業区域内公共施設整備構想のコンセプト及び機能 
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２  前提条件の整理 

（１） まちづくり事業用地の概要 

  ① まちづくり事業用地の面積 

 まちづくり事業用地は、土地区画整理事業の円滑な推進のため、市の要請に基づ

いて、旧ＪＲ貨物鉄道駅用地８，１７０．０５㎡を小金井市土地開発公社（以下「土

地開発公社」という。）が平成１５年度から１７年度にかけて総額約１９億円で取得

したものです。その後、このまちづくり事業用地は、土地区画整理事業による仮換

地指定を受けて、下図のとおり、６か所合計５，３７５㎡となっています。敷地面

積が減っているのは、土地区画整理事業に伴う減歩（※）のためです。 

 なお、土地開発公社では、用地取得費を銀行等の融資によって調達したため、市

では土地開発公社に対して、毎年約３，２００万円の利子補給を行っています。 

※減歩：土地区画整理事業において、事業に必要な土地（道路や公園等）とするため、区域内の権利者が事業による個々の土地の利用増進に見合っ 

た分だけ、公平に尐しずつ出し合うことに伴って、個々の土地の面積が事業により減尐すること。 

 

まちづくり事業用地の位置及び面積〈平成２３年８月末現在〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）位置      小金井市梶野町一丁目・五丁目（土地区画整理事業区域内） 

（２）面積      合計５,３７５㎡。うちⅠ期①２,０２４㎡、②１，０８０㎡ 

（３）駅からの距離  東小金井駅北口から約３００ｍ 

（４）制限等     第１種住居地域（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

           準防火地域、第２種高度地区 

地区計画（地盤面から２６ｍかつ地上８階以下、壁面後退等） 

 

  ② まちづくり事業用地の法的条件 

 まちづくり事業用地の用途地域は第１種住居地域であり、建ぺい率６０％、容積

率２００％が指定され、店舗、事務所は３，０００㎡未満に制限されています。 

 

Ⅰ期 

② 1,080㎡ 

Ⅱ期 

③ 1,622㎡ 

Ⅱ期 

⑤ 311㎡ 

Ⅱ期 

⑥ 91㎡ 

Ⅱ期 

④ 247㎡ Ⅰ期 

① 2,024㎡ 
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 また、地区計画により、まちづくり事業用地は「一般住宅地区」と位置付けられ、

建築物の高さの地盤面から２６ｍかつ地上８階以下への制限、壁面の位置が道路境

界線から１．０ｍ以上後退及び隣地境界線から０．５ｍ以上後退の制限等が定めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東小金井駅北口地区地区計画（誘導容積型）における地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）凡例の地区ごとに定められているＡ～Ｅの区分は道路等の公共施設が未整備の段階で適用

される暫定容積率の違いによるもの 

まちづくり事業用地 

まちづくり事業用地 

用途地域の状況 



6 

  ③ まちづくり事業用地の利用可能時期 

 ６か所に分かれた敷地のうち、①②合計３，１０４㎡をⅠ期、③～⑥をⅡ期と分

けて、本計画ではⅠ期における公共施設の整備及び公共資産の活用を優先的に検討

することとしています。土地区画整理事業の進捗に伴い、Ⅱ期分の位置及び形状が

変化する可能性があるためです。なお、Ⅱ期の小宅地については、売却を含めた活

用を図るものとします。 

 また、敷地②については、平成２５年１０月に移転予定の市立けやき保育園・ピ

ノキオ幼児園の西隣に位置しているため、両園に通園する乳幼児及び送り迎えの保

護者等の交通安全を確保するため、道路沿いの敷地２ｍを歩道状空地として整備す

ることとなっています。 
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（２） まちづくり事業用地周辺の特性整理 

  ① まちづくり事業用地周辺の状況 

 東小金井駅周辺では、まちづくりが大きく進められています。特に北口では、土

地区画整理事業が進み、駅前広場や都市計画道路等が整備されつつあります。今後、

駅前商業地区、近隣商業地区として商業施設等も増え、また、区域内の人口の増加

も見込まれています。 

 まちづくり事業用地の東側には、土地区画整理事業に伴って、市立けやき保育園・

ピノキオ幼児園が平成２５年１０月に移転する予定です。まちづくり事業用地の西

側には、東京都新都市建設公社がまとまった土地を所有しており、現時点では明ら

かにされていませんが、土地利用制限の範囲内で商業施設の誘致や住宅の建設等の

活用を図ることが可能です。 

 ＪＲ中央本線の高架下には、東から順番に、（仮称）ベンチャー・ＳＯＨＯ事務所、

高架下駐輪場、（仮称）東小金井市政センター、ＪＲによる高架下商業施設（中央線

ラインモール構想）等が整備される予定となっています。また、東小金井駅の单側

では、商店街・観光活性化モデル地区事業が進められています。 

 

 

 

  ② まちづくり事業用地周辺における施設配置状況 

 まちづくり事業用地周辺は、大きな商業施設がないほか、商業的な集積も尐なく

なっています。また、集会施設や生涯学習施設など、地域住民が利用できる公共施

設も尐ないなど、住民の生活利便施設が不足している地域といえます。 
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  ア）賑わい（商業集積・施設）〈平成２５年３月末現在〉 
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  イ）交流（集会施設・公園等）〈平成２５年３月末現在〉 

 

 



10 

  ウ）生涯学習（文化芸術・図書館）〈平成２５年３月末現在〉 
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  エ）健康・福祉（高齢者・障がい者施設、スポーツ施設）〈平成２５年３月末現在〉 
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  オ）健康・福祉（児童関連施設）〈平成２５年３月末現在〉 
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（３） 市民意向の整理 

  ① 市民アンケート調査 

 市では、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画を策定するに当たって、

平成２３年８月に住民基本台帳から無作為抽出された市民２，０００人を対象とす

る市民アンケート調査を実施しました。（回収率２０．７％） 

 

問１ 東小金井駅北口まちづくり事業用地に必要な機能（第１～第３位までを記入） 

○順位に関係なく、全体の結果を集

計すると、「健康づくりや保健・医

療、高齢者の介護予防に役立つ」

が４８.６％で最も多く、「広域か

らも人を集めることができる魅力

ある商業施設がある」も４２.３％

と多くなっています。また、「子育

ち・子育て支援に役立つ施設」と

「子どもたちやお年寄りがのんび

りと過ごすことができる」も３９.

１％と多い結果となっています。 

○順位別に見ると、第 1 では「広域

からも人を集めることができる魅

力ある商業施設がある」（２６.

８％）が最も多くなっています。 

 

問２ まちづくり事業用地の施設整備にあたっての土地利用の方法（○はひとつ） 

○「事業用地の一部を貸し出すなど

資産を有効活用しつつ、身の丈に

合った公共施設等を整備する」が

５１.９％と過半数を占めていま

す。また、「事業用地の大半を貸し

出すなど民間資金の活用を主とし

て、市は最低限の公共施設等を整

備する」も４０.６％と多くなって

います。 

 

 

 

 

48.6%

42.3%

39.1%

38.4%

30.0%

28.3%

22.0%

21.7%

7.2%

14.5%

8.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

健康づくりや保健・医療、高齢者の

介護予防に役立つ

広域からも人を集めることができる

魅力ある商業施設がある

子どもたちやお年寄りがのんびりと

過ごすことができる

子育ち・子育て支援に役立つ

様々なスポーツやレクリエーション

活動が楽しめる

多様な生涯学習活動や情報の受発信

ができる

周辺の大学の学生など、若者が集い

利用することができる

市民や市民団体等の交流や活動の拠

点となる

会議や研修等、多目的に使える

その他

無回答

問１ 事業用地に必要な機能（全体）

健康づくりや保健・医療、高齢者の

介護予防に役立つ

広域からも人を集めることができる

魅力ある商業施設がある

子どもたちやお年寄りがのんびりと

過ごすことができる

様々なスポーツやレクリエーション

活動が楽しめる

多様な生涯学習活動や情報の受発信

ができる

周辺の大学の学生など、若者が集い

利用することができる

市民や市民団体等の交流や活動の拠

点となる

6.5%

51.9%

40.6%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

事業用地の全てを市の公共施設等の

用地として使い、全て市が公共施設

等を整備する

事業用地の一部を貸し出すなど資産

を有効活用しつつ、身の丈に合った

公共施設等を整備する

事業用地の大半を貸し出すなど民間

資金の活用を主として、市は最低限

の公共施設等を整備する

無回答

問２ 事業用地での整備にあたっての土地利用方法

事業用地の全てを市の公共施設等の

用地として使い、全て市が公共施設

等を整備する

事業用地の一部を貸し出すなど資産

を有効活用しつつ、身の丈に合った

公共施設等を整備する

事業用地の大半を貸し出すなど民間

資金の活用を主として、市は最低限

の公共施設等を整備する
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問３ 公共施設の整備についての考え方（○はひとつ） 

○「市の財政を悪化させないよう、

施設整備や管理運営は、市の責任

のもとで、積極的に民間の活力を

活用すべき」が４９.５％と半数弱

を占めます。「施設の建設を急がず、

当面は駐車場等として暫定的に利

用し、将来、市の財政状況や景気

動向等を見ながら、適切な施設を

建設すべき」と「施設は市が整備

し、管理運営は民間にまかせて、

経費の削減やサービスの向上を図

るべき」は共に２０％強で拮抗し

ています。 

 

 

  ② 市民ワークショップ 

 上記のアンケート調査の結果を受け、平成２３年９月４日に第１回市民ワークシ

ョップ（参加者２６人）を開催しました。また、平成２４年３月１８日には第２回

市民ワークショップ（参加者１４人）を開催し、市民意向の的確な把握に努めまし

た。市民ワークショップにおける市民意向の概要は以下に示すとおりです。 

 

   ア）第１回市民ワークショップ 

 市民から無作為抽出で選定した２，０００人を対象に実施した市民アンケート

調査を補完し、より正確な市民ニーズを把握するため、討論型世論調査の形式を

参考にしたアンケート調査として実施しました。 

 市民ワークショップでのアンケート調査は、２６人の参加市民（男性１９人、

女性７人）に対して事前と事後の２回、同じ調査を実施し、事前調査の前では詳

細な情報提供を、事前調査と事後調査の間では、それぞれの意見発表と意見交換

を行い、市民一人ひとりの熟慮を促すことで、市民アンケートとの調査結果の違

いや、事前と事後での結果の違い等について分析することを目的として実施して

います。 

 

3.9%

22.0%

49.5%

22.9%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

財政状況にかかわらず市が責任を

もって整備し、管理運営も市が行う

べき

施設は市が整備し、管理運営は民間

にまかせて、経費の削減やサービス

の向上を図るべき

市の財政を悪化させないよう、施設

整備や管理運営は、市の責任のもと

で、積極的に民間の活力を活用すべ

き

施設の建設を急がず、当面は駐車場

等として暫定的に利用し、将来、市

の財政状況や景気動向等を見なが

ら、適切な施設を建設すべき

無回答

問３ 公共施設等の整備にあたっての考え方

財政状況にかかわらず市が責任をもっ

て整備し、管理運営も市が行うべき

施設は市が整備し、管理運営は民間に

まかせて、経費の削減やサービスの向

上を図るべき

市の財政を悪化させないよう、施設整

備や管理運営は、市の責任のもとで、

積極的に民間の活力を活用すべき

施設の建設を急がず、当面は駐車場等

として暫定的に利用し、将来、市の財

政状況や景気動向等を見ながら、適切

な施設を建設すべき
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問１ 東小金井駅北口まちづくり事業用地に必要な機能（第１～第３位までを記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ まちづくり事業用地の施設整備にあたっての土地利用の方法（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民アンケート調査よりも、ワークショップでの調査で比率が上昇しているのは「子育ち・子育

て支援に役立つ」や「市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる」で、両者ともに事前よりも

事後で比率が高い。 

○市民アンケート調査で比率が高かった「広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設が

ある」や「子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる」は比率が低下しており、事

前に比べ事後で比率が低下している。また、「健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立

つ」については市民アンケートに比べると比率は低下しているものの、微減にとどまっている。 

 

22.0%

42.3%

21.7%

7.2%

28.3%

48.6%

38.4%

30.0%

39.1%

14.5%

8.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる

広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある

市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる

会議や研修等、多目的に使える

多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる

健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ

子育ち・子育て支援に役立つ

様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる

子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる

その他

無回答

市民アンケート(N=414)

20.0%

40.0%

48.0%

8.0%

28.0%

48.0%

52.0%

20.0%

24.0%

12.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

市民WS事前(N=25)

20.0%

32.0%

52.0%

0.0%

24.0%

44.0%

60.0%

12.0%

20.0%

24.0%

12.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

市民WS事後(N=25)

○市民アンケートで５割強と最も比率が高い「一部を貸し出しつつ、身の丈にあった公共施設等を

整備する」が事前・事後アンケートでも比率を伸ばしており、事後アンケートでは７割弱を占め

る。 

○市民アンケートで４０.６％を占めていた「大半を貸し、市は最低限の公共施設等を整備する」は

事後アンケートでは２４％に比率が低下している。 

 

6.5%

51.9%

40.6%

1.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

事業用地の全てを市の公共施設等の用地として

使い、全て市が公共施設等を整備する

事業用地の一部を貸し出すなど資産を有効活用し

つつ、身の丈に合った公共施設等を整備する

事業用地の大半を貸し出すなど民間資金の活用

を主として、市は最低限の公共施設等を整備する

無回答

市民アンケート(N=414)

4.0%

64.0%

28.0%

4.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

市民WS事前(N=25)

0.0%

68.0%

24.0%

8.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

市民WS事後(N=25)

事業用地の全てを市の公共施設等の用地として使

い、全て市が公共施設等を整備する 

事業用地の一部を貸し出すなど資産を有効活用し

つつ、身の丈に合った公共施設等を整備する 

事業用地の大半を貸し出すなど民間資金の活用を

主として、市は最低限の公共施設等を整備する 



16 

問３ 公共施設の整備についての考え方（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ）第２回市民ワークショップ 

 検討過程で、Ａ【公共施設優先型】、Ｂ【民間活用優先型】、Ｃ【広場等（段階

的利用含む）】の３案に絞り込んだ事業用地の整備活用計画案について、参加者に

対して十分に説明したのち、参加者間で討議を行い、投票により是非を問うこと

で、計画内容の絞り込みを行うに当たっての参考とすることを目的として実施し

ました。 

 

問１ パターンＡ【公共施設優先型】 

○推進派（「積極的に進めるべき」と「で

きれば進めるべき」の合計）は４人、

消極派（「進めるべきではない」と「で

きれば進めるべきではない」の合計）

は５人で拮抗している。 

 

 

 

 

 

○市民アンケートで５割弱と最も比率が高い「施設整備や管理運営に民間活力を活用」が、事前・

事後アンケートでは７割前後にまで比率が増加している。 

○市民アンケートで２割程度だった「施設は市が整備、管理運営は民間」は、事前・事後アンケー

トではゼロ、「当面は暫定利用」は２４.０％と若干比率が上昇している。 

 

3.9%

22.0%

49.5%

22.9%

1.7%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

財政状況にかかわらず市が責任をもって整備し、管理運営

も市が行うべき

施設は市が整備し、管理運営は民間にまかせて、経費の

削減やサービスの向上を図るべき

市の財政を悪化させないよう、施設整備や管理運営は、市

の責任のもとで、積極的に民間の活力を活用すべき

施設の建設を急がず、当面は駐車場等として暫定的に利

用し、将来、市の財政状況や景気動向等を見ながら、適切

な施設を建設すべき

無回答

市民アンケート(N=414)

財政状況にかかわらず市が責任をもって整備し、管理運

営も市が行うべき

施設は市が整備し、管理運営は民間にまかせて、経費の

削減やサービスの向上を図るべき

市の財政を悪化させないよう、施設整備や管理運営は、

市の責任のもとで、積極的に民間の活力を活用すべき

施設の建設を急がず、当面は駐車場等として暫定的に利

用し、将来、市の財政状況や景気動向等を見ながら、適

切な施設を建設すべき

0.0%

0.0%

72.0%

24.0%

4.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

市民WS事前(N=25)

0.0%

0.0%

68.0%

24.0%

8.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

市民WS事後(N=25)

積極的に進

めるべき

2

できれば進

めるべき

2

どちらともい

えない

2
できれば進

めるべきで

はない

1

進めるべき

ではない

4

無回答

2

問1  パターンＡ【公共施設等優先型】

〈Ｎ=13、単数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」
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問 1-2 問１の回答理由 

○問１の回答理由としては、「公共施設

の配置計画等が現時点では不明だか

ら」が６人と多く、全市的な視点で

公共施設の配置をきちんと検討した

上で公共施設整備をした方がよいと

考えている人が多いことを示してい

る。 

○「コスト負担の問題があるから」（３

人）や「いわゆるハコモノは不要だ

から」（２人）と、財政面での不安を

あげる人も多い。 

 

 

 

問 1-3 パターンＡで必要・不要な施設 

 

 

 

 

 

 

問２ パターンＢ【民間活用優先型】 

○推進派（「積極的に進めるべき」と「で

きれば進めるべき」の合計）は５人、

消極派（「進めるべきではない」と「で

きれば進めるべきではない」の合計）

は４人で拮抗している。 

 

 

 

 

 

 

 

〈必要な施設〉 

○福祉・介護 

○図書館 

○図書館分館、浴室付老人福祉施設、小型ゴミ

処理施設 

○保育所 

 

〈不要な施設〉 

○商業施設 

○集会所 

○多目的という名の特色のない特定のニーズに応

えられない施設 

 

積極的に進

めるべき

2

できれば進

めるべき

3

どちらともい

えない

1

できれば進

めるべきでは

ない

1

進めるべきで

はない

3

無回答

3

問2  パターンＢ【民間活用優先型】

〈Ｎ=13、単数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

1

2

3

2

6

1

4

0 5 10

公共施設が必要だから

公共施設に対する多目的な

ニーズに対応できるから

コスト負担の問題があるから

いわゆるハコモノ(公共施設)は

不要だから

公共施設の配置計画等が現時

点では不明だから

その他

無回答

問1-2  問１で○をつけた選択肢を選んだ理由

〈Ｎ=13、複数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

公共施設に対する多目的なニー

ズに対応できるから 

いわゆるハコモノ(公共施設)は不

要だから 

公共施設の配置計画等が現時

点では不明だから 

公共施設が必要だから 

コスト負担の問題があるから 

その他 

無回答 



18 

問 2-2 問２の回答理由 

○推進派の回答理由では、「コスト面で

の負担が民間活用により比較的小さ

くなると見込まれるから」が５人と、

財政的な負担が尐ないことを理由に

あげる人が多い。 

○消極派の回答理由では、「せっかくの

公共用地であるから公共利用すべき

だから」が４人と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2-3 パターンＢで必要・不要な施設 

 

 

 

 

 

 

問３ パターンＣ【広場等(段階的利用

含む)】 

○推進派（「積極的に進めるべき」と「で

きれば進めるべき」の合計）は７人、

消極派（「進めるべきではない」と「で

きれば進めるべきではない」の合計）

は３人で推進派が多い。 

 

 

 

 

 

 

〈必要な施設〉 

○子育て施設・老人施設 

○専門店モール、駐車場 

○民営幼保一体子ども園(公設)(政府主導の) 

○民間を活用した文化施設(図書館等)、ＪＡ産直品販売 

○図書コーナーをはじめとする文化施設、公設民営の施設 

 

〈不要な施設〉 

○商業施設(販売) 

○商業施設 

○焼却炉（要検討） 

○住宅街にふさわしくない施設 

 

0

5

1

2

3

4

0

1

1

3

0 5 10

商業施設などが必要だから

コスト面での負担が民間活用により比較

的小さくなると見込まれるから

事業用地の一体利用ができるから

公共施設の整備は最小限で良いから

駅前など周囲にどのような商業施設が建

設されるか現時点では不明だから

せっかくの公共用地であるから公共利用

にすべきだから

コスト面での負担が民間活用をしてもそ

れほど小さくはならないと見込まれるから

市が民間事業に関係することは民業への

圧迫等になるから

その他

無回答

問2-2  問2で○をつけた選択肢を選んだ理由

〈Ｎ=13、複数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

商業施設などが必要だから 

コスト面での負担が民間活用により比較的小

さくなると見込まれるから 

事業用地の一体利用ができるから 

公共施設の整備は最小限で良いから 

駅前など周囲にどのような商業施設が建設さ

れるか現時点では不明だから 

せっかくの公共用地であるから公共利用すべ

きだから 
コスト面での負担が民間活用をしてもそれほ

ど小さくはならないと見込まれるから 
市が民間事業に関係することは民業への圧

迫等になるから 

無回答 

その他 

積極的に進

めるべき

3

できれば進

めるべき

4

どちらともい

えない

1

できれば進

めるべきで

はない

2

進めるべき

ではない

1

無回答

2

問3  パターンＣ【広場等（段階的利用含む）】

〈Ｎ=13、単数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」
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問 3-2 問３の回答理由 

○「将来、他の目的に転用しやすいから」

が８人と多く、将来的には別の利用を

したほうが良いと考えている方が多

いと見られる。 

○また、「コスト面で大きな負担にはな

らないと見込まれるから」も６人と多

く、ここでも財政的な負担を問題にし

ている方が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

問 3-3 パターンＣで必要・不要施設 

 

 

 

 

 

 

問４ 独創性のある地元企業等との連携 

○推進派（「積極的に進めるべき」と「でき

れば進めるべき」の合計）は 10 人、消

極派（「進めるべきではない」と「でき

れば進めるべきではない」の合計）は一

人もおらず、推進派が大多数を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈必要な施設〉 

○運動広場 

○極小規模ゴミ不燃処理スペース(住居地域でも可能な規模、条件をクリア) 

○広場の中に屋根のある建物等があるコミュニティの空間 

○図書館 

○ゆっくり休めるような施設 

 

〈不要な施設〉 

○商業施設 

○公園、集会所、小売施設 

 

積極的に進

めるべき

7
できれば進

めるべき

3

どちらともい

えない

3

できれば進

めるべきでは

ない

0

進めるべきで

はない

0
無回答

0

問4  独創性のある地元企業等との連携

〈Ｎ=13、単数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

4

8

6

3

2

2

2

2

0 5 10

広場が必要だから

将来、他の目的に転用しやす

いから

コスト面で大きな負担にはなら

ないと見込まれるから

土地のほぼ全てを公共利用と

することができるから

近隣に公園が充分あるから

広場のまま固定化されては困

るから

その他

無回答

問3-2  問3で○をつけた選択肢を選んだ理由

〈Ｎ=13、複数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

将来、他の目的に転用しやすい

から 

土地のほぼ全てを公共利用とす

ることができるから 

近隣に公園が十分あるから 

広場が必要だから 

コスト面で大きな負担にはならな

いと見込まれるから 

その他 

無回答 

広場のまま固定化されては困る

から 
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問 4-2 問４の回答理由 

○「市外からの来客が期待でき、賑わいが

創出されるから」（６人）や「東小金井

にしかない価値を創出できるから」（５

人）などが多く、地域資源を有効に活用

すべきとの意見が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 4-3 独創性のある地元企業との連携に関する意見等 

 

 

 

 

 

 

5

6

3

1

0

0

4

0 5 10

東小金井にしかない価値を創

出できるから

市外からの来客が期待でき、賑

わいが創出されるから

子どもを中心にした多世代交流

のためになるから

財源の問題があるから

先方が連携してくれるか不明だ

から

その他

無回答

問4-2  問４で○をつけた選択肢を選んだ理由

〈Ｎ=13、複数回答〉

※グラフ中の数値の単位は「人」

東小金井にしかない価値を創出で

きるから 

市外からの来客が期待でき、賑わ

いが創出されるから 

財源の問題があるから 

子どもを中心にした多世代交流の

ためになるから 

先方が連携してくれるか不明だか

ら 

その他 

無回答 

〈独創性のある地元企業との連携についての意見〉 

○ジブリ、Cパターン 

○ジブリを活かしたい 

○ジブリとよく話し合って前向きな事業推進へ 

○アニメ、ジブリ関連文化施設(一般公募含む) 
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（４） 行政の公共・公益施設整備にかかる要請の整理 

  ① 財政面からの要請事項 

 本市では、平成２４年度予算編成において、世界的な経済不況や東日本大震災の

影響から、大幅な市税収入の減と社会保障関連経費等の増により、危機的な財政状

況に陥りました。平成２５年度も危機的な状況は続くと想定されています。 

 まちづくり事業用地については、土地開発公社が平成１５年度から平成１７年度

にかけて総額約１９億円で先行取得し、市が同額で引き取ることとなっています。

先行取得時の卖価を換算して、敷地①及び②の取得費用を計算すると、利息を含め

て合計約１１．７億円と見込まれます。 

 このことから用地取得については、財政状況及び土地区画整理事業の進捗状況を

踏まえ、平成２６年度以降、段階的に進めていかざるを得ない状況です。 

 

  ② 施設内容に関する要請事項 

 平成１８年１１月策定された整備構想で整備が検討されていた施設は以下に示す

とおりであり、そのうち、市民活動センター、男女平等推進センター、防災センタ

ー、消費生活センター、保健福祉総合センターの５施設が、第４次基本構想・前期

基本計画でも位置づけられています。これらの施設については、いずれは市内のい

ずれかの場所で整備する必要がありますが、策定委員会においても、東小金井駅北

口まちづくり事業用地で整備すべきものではないとの結論に達したため、今回は施

設の選択肢からは外して検討を行っています。 

 

施設名

1 けやき保育園・ピノキオ幼児園 区画整理事業内で移転予定 左記のとおり、別途整備

2 駅前交番 区画整理事業内で移転予定 特に記載なし（左記のとおり）

3 公衆トイレ 別途検討中 特に記載なし（左記のとおり）

4 耐震性貯水槽 梶野公園内に整備済 整備済（左記のとおり）

5 市民活動センター 未整備（市民協働支援センター準備室を設置） 市民協働支援センター整備を「主な事業」として推進

6 男女平等推進センター 未整備（第３次行動計画に記載） 「主な事業」として整備を検討

7 防災センター 未整備（地域防災計画に記載） 「主な事業」として新庁舎内の整備を推進

8 消費生活センター 未整備（審議会答申あり） 「主な取組」として整備を推進

9 保健福祉総合センター 未整備（保健福祉総合計画に記載予定） 「主な取組」として設置を検討

10 生涯学習支援センター 未整備（生涯学習推進計画に記載） 特に記載なし（整備年度が未定のため）

11 産業振興センター 未整備（根拠規定なし） 特に記載なし（個別計画にも予定がないため）

12 障害者就労支援センター 市役所第２庁舎内に整備済 整備済（左記のとおり）

13 地元農産物等の生鮮食品販売所 未整備（農業振興基本計画に記載） 特に記載なし

14 シルバー人材センター東部拠点 整備するか検討 特に記載なし

15 図書館機能の充実 整備するか検討 特に記載なし

16 こども館 整備するか検討 特に記載なし

17 水とみどりの科学館（環境博物館） 整備するか検討 特に記載なし

最
優
先

長
期
総
合
計
画

法
令
・
ニ
ー
ズ

整備構想(平成18年11月策定)の掲載施設
第４次基本構想策定までの状況

小金井しあわせプラン
（第４次基本構想・前期基本計画）
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３  整備計画 

（１） 計画のコンセプト 

東小金井の居間（リビング） 
幅広い人たちが立ち寄り、思い思いに過ごせ、様々な交流の輪が広がっていく場 

 

  ① 多世代交流 

 第４次基本構想・前期基本計画の将来像「みどりが萌える・子どもが育つ・きず

なを結ぶ 小金井市」では多世代交流が重視され、整備構想では「やさしさと生き

がいの拠点」を基本理念として、「多様な人々のやさしさあふれる交流」を推進する

としています。 

 市民アンケートでも「健康・介護」や「賑わい」に次いで「子どもやお年寄りが

のんびりと過ごす場所」を重視する回答が多く、市民ワークショップ（第１回）で

は「子育て・子育ちに役立つ」に次いで「交流」を重視する回答が多くなっていま

す。 

 既存の公共施設は、例えば市民会館や集会施設のように予約を要する施設であっ

たり、図書館のように卖一の目的のためにしか利用できない施設であったりします。

新たなまちづくりが進む東小金井地域では、小金井生まれ小金井育ちの「小金井っ

子」から最近転入してきた人まで、市民の多様化はさらに進むと考えられます。こ

のため、まちの核となるとともに、幅広い人たちが立ち寄り、思い思いに過ごせ、

様々な交流の輪が広がっていく場が必要であると考え、「多世代交流」を第一のキー

ワードとしました。 

 

  ② 多目的複合 

 整備構想では、「情報提供機能（図書・資料の蔵書・閲覧・検索、相談スペース等）」、

「市民交流機能（談話、自由作業スペース等）」、「会議・研修等機能（会議・研修・

学習等に利用できる多目的スペー

ス等）」の３つの機能を例示し、「求

められる類似の機能の集約・複合

化を図り、効率的・効果的な各種

の拠点機能の整備を目指す。」（ｐ．

１０）ものとしています。 

 第４次基本構想・前期基本計画

等では、市民協働支援センターや

中央図書館等、各種の施設・セン

ターを整備することが記載されて

いますが、それらの施設は市の中心部にあるべき施設や市庁舎に併設又は近接して

８つの機能 

①会議・相談（小会議室等） 

②集会・イベント機能（ホール等） 

③学習・図書機能（学習・図書コーナー） 

④福祉（子育て支援を含む。）・医療機能（健診・談話等） 

⑤交流機能（たまり場・居場所・広場） 

⑥情報機能（閲覧・検索コーナー） 

⑦事務機能（事務室等） 

⑧保管・備蓄機能（ロッカー・倉庫等） 
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いることが望ましい施設が多いことに加え、市の公共施設整備計画が策定されてい

ないこと等を踏まえ、東小金井地域には「多目的複合」の施設を整備するべきであ

ると考え、施設に導入されるべき機能を前頁の表に示す８つに整理しました。中で

も、「多世代交流」及び「多目的複合」の観点から、⑤交流機能に③学習・図書機能

及び⑥情報機能を併せたものを基本機能とし、そこに他の機能を付加していくもの

とします。 

 また、将来の人口の変化や尐子高齢化の進行等による市民ニーズの変化も考えら

れることから、公共施設を整備する場合には、スケルトン・インフィル構造（※）の

ように、状況の変化にも対応できるものとします。 

 なお、市民アンケート等では図書館のニーズが強く示されましたが、前述のとお

り、中央図書館は市の中心部にあるべき施設と考えられることに加え、まちづくり

事業用地は図書館東分館及び緑分館等からも遠くないことから、８つの機能の１つ

にとどめています。 

※スケルトン・インフィル構造：スケルトン（建物を支える構造躯体）とインフィル（間取りや内装）を構造上、明確に分けた構造の建築物。 

後にインフィルを比較的容易に変更できることから、ライフスタイルやライフサイクルに合わせた多様な使い方が可能とされる。 

 

  ③ 最適な推進 

 整備構想は、公共施設の整備を想定しています。しかし、整備構想策定時点の平

成１８年度と比べて、本計画の検討を行った平成２３年度・平成２４年度の市の財

政状況がより厳しい方向に変化していることを踏まえると、公共施設整備ありきで

はなく、公共資産の活用も含めた最適な公共施設の整備及び公共資産の活用が求め

られると考えられます。 

 市民アンケート及び市民ワークショップにおいても、資産の有効活用や民間活力

の活用を図るべきだという意見が多くを占めていることから、専門家による採算実

現可能性調査（フィージビリティ・スタディ）等を踏まえて、検討を行いました。 

 まちづくり事業用地においては、公共施設はもちろん、民間活用による施設につ

いても公共性が必要であるため、公共性と事業採算性（実現性）の２つの視点から

選択肢となりうる施設を検討した結果、「多機能広場・公園」、「会議室」、「地域セン

ター（多機能）」などが、公共性が比較的高く、事業採算性（実現性）が高い施設で

あり、導入対象とします。 

 なお、民間活用の検討に当たっては、一定の条件を設けたうえで、売却の可能性

についても検討をしましたが、駅周辺でまとまった面積の土地を市が確保できるこ

とはまれであり、市民が広く活用できるよう、Ⅰ期①２,０２４㎡、②１,０８０㎡及

びⅡ期③１,６２２㎡など大規模でまとまった土地については、市による保有を前提

とします。 
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公共性・事業採算性（実現性）からの施設検討 

   

事業採算性（実現性）の視点 
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（２） 整備・活用のあり方 

  ① 整備・活用の考え方 

 まちづくり事業用地のⅠ期分である敷地①②の合計３，１０４㎡における最適な

公共施設の整備及び公共資産の活用について、市民ニーズを起点に公共・公益性と

民間活用・事業採算性を軸に検討を進めた結果、整備すべき公共施設の機能・規模

及び財源等については以下の方針に基づいて整備するものとします。 

 

（１）広場と一体となった交流施設を基本とする。 

（２）より充実した公共施設及び民間活力の活用について検討する。 

（３）財政状況及び土地区画整理事業の進捗を踏まえて事業化を推進する。 

 

   ア）広場と一体となった交流施設を基本とする。 

 「多世代交流」、「多目的複合」、「最適な推進」の３つの基本的な考え方に基づ

いて、整備すべき公共施設の機能・規模及び財源等について検討した結果、広場

と一体となった交流施設を基本とします。 

 市民ワークショップでも多くの参加者から支持されたように、多目的広場と小

規模かつ簡易な公共施設が一体となった空間・施設として、多くの世代が立ち寄

り、幅広い「多世代交流」が進み、「賑わい」、「生涯学習」、「健康・福祉」に繋が

っていくことが期待されるとともに、起債及び補助金等の財源の面からも実現可

能性が高いと考えられます。 

 

   イ）より充実した公共施設及び民間活力の活用について検討する。 

 広場と一体となった交流施設は、「多世代交流」により「賑わい」、「生涯学習」、

「健康・福祉」の機能増進が望め、東小金井地域のまちづくりに対応したコミュ

ニティづくりに資する点が強みであると考えられます。 

 このためには、広場と公共施設が一体となった施設であることが重要であり、

小規模かつ簡易な公共施設（延べ床面積４００㎡程度）を基本としながら、より

充実した施設の整備が可能か追求する必要があります。また、「賑わい」づくり及

び利用者の利便性を高めるため、カフェの設置等、民間活力の活用についても検

討します。 

 

   ウ）財政状況及び土地区画整理事業の進捗を踏まえて事業化を推進する。 

 現下の本市の状況から事業化を図るためには、財政状況及び土地区画整理事業

の進捗を踏まえて、事業の実施年度及び概算事業費等を明らかにする必要があり

ます。平成２５年度に策定する実施計画（平成２５年度～２７年度）に併せて、

財政状況等を整理して事業年度等を検討する必要があります。 
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  ② 整備・活用の方向性 

 多目的な用途に対応するため、敷地①②の中心を広場としながら、敷地②の一部

に小規模かつ簡易な施設を一体的に整備します。ただし、市の厳しい財政状況、今

後の人口減尐や更なる尐子高齢化による市民ニーズの変化を踏まえ、大きなハコモ

ノは建てず、最尐の経費で「賑わい」、「交流」、「健康・福祉」、「生涯学習」等につ

ながる施設とすることを基本とします。また、簡易な施設とすることで、将来に備

えた戦略的用地として確保することも可能となります。 

 財源については、起債や補助金等の活用により、市の一般財源による当初負担額

が小さくなると考えられます。 

 なお、整備に当たって、広場を都市計画公園として整備できれば、起債及び補助

金等が導入できるため有利となりますが、土地区画整理事業において、１号公園と

２号公園の２つの都市計画公園の整備が進められており、現時点での都市計画の変

更は、土地区画整理事業の進捗に大きな影響があるため、難しいと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用ゾーニングイメージ 
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広場と一体となった交流施設のポイント 

（１）市民の交流や憩いのための広場を中心とした多目的交流施設に対する市民ニー

ズに応えることを優先する。 

（２）広場と小規模かつ簡易な施設（延べ床面積４００㎡程度）が一体となった多目

的な用途に対応できる公共施設を整備する。 

（３）将来の市民ニーズの変化に対応することも可能である。 

敷地①② 

 敷地①②を一体的に広場を中心に活用 

 敷地②の一部に小規模かつ簡易な公共施設（延べ床面積 400㎡程度） 

（広場のイメージ） 

 芝生及びデッキ等 

 敷地の一部にコンテナ等を活用して

カフェ等を配置 

 イベント等に活用できるよう電気、

水道等を配置 

（公共施設のイメージ） 

１階：⑤交流機能を中心に、③学習・図書機

能、⑥情報機能及び⑦事務機能 

２階：①会議・相談機能と②集会・イベント

の場として多目的利用できるスペース

（間仕切りで区切り最大 50 人程度） 

 

  ③ 財源確保の考え方 

   ア）起債 

 敷地①②を一体的に広場とし、敷地の一部に小規模かつ簡易な公共施設を整備

するもので、広場部分及び施設部分ともに、「一般事業」（充当率７５％）として

起債可能です。 

 

   イ）補助金等 

 社会資本整備総合交付金による補助が考えられますが，まちづくり事業用地に

とどまらない広域的なまちづくり計画として社会資本整備総合計画を策定する必

要がありますので、現時点での可能性は低いと考えられます。 

 市町村総合交付金振興割地域特選枠は、都の予算の範囲内で、多摩・島しょ地

域の全市町村からの申請事業の中で、地域性・独自性・先進性が高い事業につい

て、都が審査・選定して交付されるものです。現時点では、事業の内容によって

は採択の可能性はありますが、予め財源として見込むことは適当ではありません。 

 

   ウ）地代収入 

 敷地及び施設の一部を民間に賃貸することは可能ですが、金額はわずかである

と考えられます。 
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■整備事例 

事例１：佐賀「わいわい!!コンテナ２」プロジェクト 

●佐賀「わいわい!!コンテナ２」プロジェクトは、空洞化が進む佐賀市中心部の活性化を図るため、社

会実験として、誰もが無料で自由に楽しむことができる「空き地リビング」として整備されたもの。

読書コンテナ、一般貸し出し用のチャレンジコンテナ、芝生広場などから成る。 

●同様の内容で実施した「わいわいコンテナ」プロジェクトでは８か月間（平成２３年６月１１日～平

成２４年１月末）で延べ１５,０００人が利用。 

○所在地  ：佐賀市呉服元町２番地内（旧佐賀銀行呉服元町支店前） 

○敷地面積 ：３３７㎡（申請面積） 

○建築面積 ：８８.８㎡／○延床面積：８８.８㎡ 

○構造   ：鉄骨造 地上１階（海上輸送用コンテナ２０Ｆｔ×４基、４０Ｆｔ×１基） 

○外構   ：ウッドデッキ６０㎡・高麗芝１６５㎡（芝張りはイベントとして子どもたちと実施） 

○主催   ：佐賀市街なか再生会議（事務局：ＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさが） 

○実施期間 ：平成２４年６月９日～平成２５年１月末（無休、年末年始を除く） 

○時間   ：午前１０時～午後７時（冬季は午後６時まで） 

○設備等  ：[読書コンテナ] 世界の雑誌、絵本、漫画など（閲覧用） テーブル４席、ベンチ８席 

[交流コンテナ] マット敷き、絵本(閲覧用) 

[チャレンジコンテナ] 写真や絵の展示・物販用スペース 

[トイレコンテナ] 男女兹用トイレ、おむつ交換・授乳スペース設置 

[その他] 屋外席｜テーブル１０席、イス３０席 

○施設管理 ：常駐平日２人、休日３人を配置(施設全体管理、来場者へ施設の案内、周辺店舗の案内等) 

 

左上：敷地の状況 

右上：芝生広場の様子 

左下：読書コンテナの様子 

右下：チャレンジコンテナの

様子 

出典：佐賀「わいわい!!コン

テナ２」プロジェクト

(http://www.waiwai-

saga.jp/) 
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事例２：暮らしづくりネットワーク北芝 

●大阪府箕面市萱野地区での萱野中央特定土地区画整理事業の隣接地に位置する萱野地区の遊休地を活

用した、「多様な主体の参加と連携による活力ある地域づくりモデル事業」である「ゆめ工房プロジ

ェクト」に端を発し、その遊休地を地域の人たちが購入して、地域拠点として整備したもの。 

●「ゆめ工房プロジェクト」は、遊休地に、自力で仮設事務所・フリースペースを建設し、そこを拠点

に地域活動を活性化していこうというプロジェクトで、舞台やフリースペースなどを作り、アートイ

ベントやモデルルーム、チャレンジショップなどの場の提供から、起業支援までを結びつけていこう

と考え、「夢を実現する場所」という意味から命名。ゆめ工房プロジェクトでの活動を引き継ぎ、地

域の人たちの夢を実現する場所として、コミュニティ施設などを整備。「芝楽」として活動を継続。 

●活動コンセプトは、「出会い、つながり、元気になろう」、「両極性・多様性を活かすこと」。 

●施設は、施設を運営するＮＰＯ法人の事務所とカフェ(ＮＩＣＯ)が入るコミュニティ施設のほか、コ

ンテナを活用した駄菓子やチャレンジショップ等が芝生広場を囲むように配置されている。 

●活動としては、喫茶や駄菓子屋、コンテナ等を活用したチャレンジショップが営業しているほか、毎

月第３日曜日の青空野菜市、まちかどデイサービス、その他、地域のイベントなどが頻繁に行われて

いる。また、地域通貨(１００芝樂)などの取組も行っている。 

○住所   ：大阪府箕面市萱野２-１１-４ 

○運営主体 ：特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝 

○オープン ：平成１６年 

○敷地面積 ：約８００㎡ 

○施設   ：コミュニティ施設「芝楽」、コンテナ２棟、手作り石窯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：施設配置図／右上：青空野菜市 

左下：コンテナ／中下：コミニティ施設 

右下：芝生広場 

出典：暮らしづくりネットワーク北芝ＨＰ 

(http://www.hcn.zaq.ne.jp/kurashi-net

/kyu/index.html) 
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事例３：宮代町進修館 

●埼玉県宮代町の公民館として昭和５５年に完成。完成当初は半円だった広場が平成 20年に円形に拡幅

された。 

●整備コンセプト：「進修館は町の人みんなの庭です・居間です・勉強部屋です。そして、みんなが気軽

に集まって、何かを作り出す作業場です。建物を覆う巨峰が実るころ、あなたはここで何を実らせる

のでしょう。」 

●公民館として９０％を超える高い稼働率を維持している。毎年８月の最終週の週末、宮代町民まつり

が実施されるなど、住民に愛される公共施設として活用されている。 

○設計   ：象設計集団 

○竣工年  ：昭和５５年 

○所在地  ：埼玉県 宮代町 

○構造規模 ：ＲＣ造 ２階建 

○敷地面積 ：５,０００㎡ 

○建築面積 ：２,０００㎡ 

○延床面積 ：３,０００㎡ 

○休館日  ：水曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○開館時間 ：９時～２１時３０分（２階ロビーの開放時間は１９時まで） 

○主な施設 ：大ホール、小ホール、集会室、研修室、食堂、和室、茶室、芝生広場 

○運営費用 ：４,１００万円（平成２１年度）（利用料収入は約８００万円（平成２１年度）） 

○利用者数 ：延べ８６,３７５人（平成２１年度）※芝生広場の利用者１５,３６３人を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左上：施設全景／右上：芝生広場拡張記念式典準備の様子／左下：同左／右下：施設内部の様子 

出典：像設計集団 blog 「ぞぶろぐ」http://machizo7.seesaa.net/ 
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（３） 課題 

  ① まちづくり事業用地の一体的活用について 

 本計画では、Ⅱ期分については土地区画整理事業の進捗に伴う位置及び形状の変

化等の可能性があるため、Ⅰ期分を優先して検討しましたが、Ⅰ期分とⅡ期分の一

体的な活用が望まれます。 

 まちづくり事業用地における市民の利用及び資産活用においては、一体的に活用

した方が利便性も高く、地代収入等の総額も大きなものになると考えられるためで

す。 

 Ⅰ期分については、広場と一体となった交流施設を基本とした整備を図ることと

なりますが、利用者の動線や施設としてのデザインを含めて、２つの敷地の一体的

活用を図る必要があります。また、Ⅱ期分についても、売却せずに利活用を図る場

合には、Ⅰ期に隣接する敷地については、Ⅰ期の広場・施設との一体的活用ができ

る限り実現するよう留意する必要があります。 

 

  ② 地元企業等との連携について 

 広場と一体となった交流施設を基本とした多目的広場及び公共施設の整備や活用

に当たって、独創性のある地元企業等との連携を図ることにより、より利便性が高

く、市民に親しまれる東小金井地域の中核となる施設としていくことが可能となる

と考えられます。 

 事業化に当たっては、地元企業等の意見を聞き、協力を得る機会を設ける等によ

り、可能な限り地元企業等との連携を図る必要があります。 

 

  ③ 市民参加及び推進体制について 

 本計画は、市民アンケート、２回の市民ワークショップと市民説明会及びパブリ

ック・コメントを踏まえ、市民参加の策定委員会での議論を重ねて作り上げたもの

です。整備される公共施設が「やさしさと生きがいの拠点」として「賑わい」、「交

流」、「生涯学習」、「健康・福祉」の４つの機能を高め、市民に親しまれる施設とす

るためには、今後も市民参加で基本設計等を進めていくことが必要です。 

 また、多目的な施設となることから、最適な利活用を図るため、市においても必

要に応じて庁内横断的な推進体制を整備する必要があります。 

 

  ④ 暫定的な活用について 

 現在、本市は危機的な財政状況に陥っており、予算が確保できず、直ちに用地を

取得して施設整備事業を進められない場合が考えられます。 

 その場合には、土地開発公社と協議して、まちづくり事業用地の暫定的な利活用

について検討するものとします。なお、平成２５年度の市立けやき保育園・ピノキ

オ幼児園の移転に合わせて、通園する乳幼児及び送り迎えの保護者等の交通安全を
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確保するための歩道状空地を整備するとともに、敷地②を約３．４億円で取得し、

その後、敷地①を約７．４億円で取得する予定となっています。 

 

  ⑤ 事業の計画的な推進について 

 財政面での厳しい状況が続く中であっても、まちづくり事業用地の活用を着実に

進めていくため、事業化に向けて補助事業などの適用可能性について検討するなど

して財源を確保し、速やかな実現化に向けた検討を進めていくものとします。 
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（４） 目標時期と実施手順 

 まちづくり事業用地のⅠ期分（ｐ．４参照）における公共施設の整備及び公共資

産の活用に係る事業は、東小金井駅北口土地区画整理事業が完了する平成３１年度

末を目途として実施することとし、その手順は、おおむね下図のとおりとします。 

 

 

 

けやき保育園・ピノキオ幼児園の移転に併せて歩行者の安全を確保 

 

 

事業年度及び概算事業費等を実施計画（平成２５年度～２７年度）に併

せて検討する。 

 

 

多世代交流・多目的複合による東小金井地域の拠点施設とするため、ワ

ークショップの実施等、市民参加により整備する公共施設について具体

化し、基本設計をまとめる。 

 

 

平成３１年度の東小金井駅北口土地区画整理事業完了を目途として、Ⅱ

期分も含む本事業の完了を目指す。 

 

 

 

 

財政状況等を踏まえて事業年度等を検討 

歩道状空地の整備 平成２５年１０月 

市民参加で基本設計等 

事業の完了 

 

平成３２年 ３月 

用地取得、実施設計、工事施工の上、利用開始 
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４  資料 

（１） 策定委員会における検討経過 

  ① ３つの整備パターンに関する検討 

 策定委員会では、まちづくり事業用地のⅠ期分である敷地①②の合計３，１０４

㎡における最適な公共施設の整備及び公共資産の活用について、市民ニーズを起点

に公共・公益性と民間活用・事業採算性を軸に検討を進めました。そして、（Ａ）公

共施設優先型、（Ｂ）民間活用優先型、（Ｃ）広場と一体となった交流施設型の３パ

ターンを平成２４年３月の市民ワークショップ（第２回）で中間報告し、更に検討

を重ねました。 

 以下、それぞれのパターンの概要及びそれに至る検討経過についてご説明します。 

 

（Ａ）公共施設優先型 

 

公共施設優先型のポイント 

（１）公共施設に対する市民ニーズに最大限応えることを優先したパターン 

（２）中規模な公共施設（延べ床面積１,７００㎡程度）を整備する。 

（３）用地取得を含めた事業費の総額は３パターンの中で最大となる。 

敷地① 

 公共性のある民間企業に貸地等の活

用を図ることを視野に入れる。 

（理由） 

敷地①も市の負担で公共施設を整備するこ

敷地② 

 中規模な公共施設（延べ床面積１,７００㎡程度） 

 

（イメージ） 

１階：⑤交流機能を中心に③学習・図書機能、 
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とは財政上困難なため。 

（採算実現可能性調査等で想定される施設） 

 医療モール 

 サービス付き高齢者向け住宅 

 保育所             等 

   ⑥情報機能及び⑦事務機能 

２階：①会議・相談機能、②集会・イベント 

   機能（定員１０人～１００人。間仕切 

   りで区切れるとすると２００人程度）、 

   ⑧保管・備蓄機能 

 

 公共施設に対する市民ニーズに最大限応えることを優先して、厳しい財政状況の

中で最大限の施設を整備しうるパターンとして考えられた案です。平成２４年３月

に開催された市民ワークショップ（第２回）では、賛否が拮抗しました。 

 しかし、それでも敷地①②両方について公共施設の整備を図ることは財政的に極

めて困難であると考えられたため、敷地①については、整備費を捻出するために貸

地等も視野に入れた活用を図ることとし、敷地②に公共施設を建設することとしま

した。敷地②は１，０８０㎡ですので、容積率いっぱいに公共施設を建てるとすれ

ば２，１６０㎡の建物を建てることができますが、みどりやバリアフリー等への対

応のため、一定のゆとりが求められると考えて、延べ床面積を１，７００㎡として

います。仮に２階建てとして、メインフロアとなる１階部分には、⑤交流機能に③

学習・図書機能、⑥情報機能及び⑦事務機能を配置し、２階部分に①会議・相談機

能、②集会・イベント機能、⑧保管・備蓄機能等を配置するものです。 

 敷地①については、専門家による採算実現可能性調査等では、医療モール、サー

ビス付き高齢者向け住宅、保育所等が考えられるとされています。 

 公共施設優先型は、用地取得と施設整備を合わせた総事業費としては３パターン

の中で最大になると見込まれます。ただし、市の一般財源（※１）による当初負担額に

ついては、起債（※２）や補助金等の活用ができれば小さくなることが考えられます。

これらについては、「②整備すべき公共施設の財源等（３案の比較）」（ｐ．３８）で

検討します。 

※１ 一般財源：市の裁量によって使用できる財源で、市税や地方交付税、臨時財政対策債など 

※２ 起債：公共施設の整備等に充てるため、地方債を発行すること。  
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（Ｂ）民間活用優先型 

 

民間活用優先型のポイント 

（１）民間活力の活用による賑わいづくりや魅力的な施設づくりに対する市民 

ニーズに応えることを優先したパターン 

（２）誘致すべき民間施設としては、一定の公共性を有する医療モール等が考 

えられる。 

（３）施設整備に係る市の負担を抑えることが可能である。 

敷地① 

 民間企業に貸地の上、民間施設を整

備する。 

（採算実現可能性調査等） 

 医療モール 

 サービス付き高齢者向け住宅   等 

（利便施設等） 

 地元店モール 

 コンビニエンスストア 

 カフェ             等 

敷地② 

 民間企業に貸地の上、小規模な公共

施設を譲り受ける。（延べ床面積８００㎡程度） 

（イメージ） 

１階：⑤交流機能を中心に③学習・図書機能、 

   ⑥情報機能及び⑦事務機能 

２階：①会議・相談機能と②集会・イベント 

   として多目的利用できるスペース 

   （間仕切りで区切り最大１００人程度） 

 

 民間活力を最大限に活用し、優良な民間企業による一体的整備により賑わいづく

りや魅力的な施設づくりを行うことを優先したパターンです。市の財政負担を抑え

つつ、敷地①②の一体的な活用を行い、併せて優良な民間のテナントの導入により

賑わいを創りだすこと等を目指しています。ただし、策定委員会では土地区画整理

事業において駅前等に商業施設の集積化を図るものとして地区計画が策定されてお
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り、市が民業に関与することによる民業圧迫等への配慮が必要としています。市民

ワークショップ（第２回）では、賛否が拮抗しました。 

 誘致すべき民間施設について、専門家による採算実現可能性調査では、食品スー

パー、専門店モール、住宅展示場及び集合住宅等について高い採算性が見込めると

されました。しかし、策定委員会で慎重に検討を重ねた結果、公共性及び地域活性

化の観点からこれらの施設は導入の選択肢に入れないこととなり、民業圧迫となら

ず採算可能性があるものの例として、医療モール、サービス付き高齢者向け住宅が

挙げられました。これらの施設は採算可能性はあるものの収益性が高い施設ではな

いため、貸地により市が得られる地代収入に対する期待は低いものとなります。 

 このパターンでは、敷地①②を貸地として、民間企業による一体的な施設整備を

図りつつ、小規模な公共施設（延べ床面積８００㎡程度）を併せて整備してもらい、

譲り受けることを想定しています。市民ワークショップ等でも参加者から意見が出

されましたが、市が活用できる数尐ない公共用地である以上、一定の公共性に配慮

して小規模ながらも公共施設の整備を図るべきだとされたためです。⑤交流機能に

③学習・図書機能、⑥情報機能及び⑦事務機能を配置し、①会議・相談機能と②集

会・イベント機能として利用可能な間仕切りできるスペースを設けるものとしてい

ます。 

 民間活用優先型は、施設整備に係る市の負担を抑えることが可能ですが、用地取

得費について起債や補助金等の対象とならない場合には、一般財源からの市の負担

額は大きなものとなると考えられます。これらについては、「②整備すべき公共施設

の財源等（３案の比較）」（ｐ．３８）で検討します。 

 なお、ＰＦＩ（※）については、採算実現可能性調査により、まちづくり事業用地

の面積が小さい等により、事業化は困難であるとされました。 

※ＰＦＩ：社会資本整備の民間事業化のこと。プライベート・フィナンシャル・イニシアチブの略語。公共施設等の建設、維持管理、運営等を

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ

法）に基づいて実施され、公共事業に準じた国庫補助金や地方交付税上の措置等の支援措置を受けられる場合がある。 
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（Ｃ）広場と一体となった交流施設型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広場と一体となった交流施設型のポイント 

（１）市民の交流や憩いのための広場を中心とした多目的交流施設に対する市 

 民ニーズに応えることを優先したパターン 

（２）広場と小規模かつ簡易な施設（延べ床面積４００㎡程度）が一体となった 

   多目的な用途に対応できる公共施設を整備する。 

（３）将来の市民ニーズの変化に対応することも可能である。 

敷地①② 

 敷地①②を一体的に広場を中心に活用 

 敷地②の一部に小規模かつ簡易な公共施設（延べ床面積４００㎡程度） 

（広場のイメージ） 

 芝生及びデッキ等 

 敷地の一部にコンテナ等を活用してカフェ

等を配置 

 イベント等に活用できるよう電気、水道等

を配置 

（公共施設のイメージ） 

１階：⑤交流機能を中心に③学習・図書機能、 

   ⑥情報機能及び⑦事務機能 

２階：①会議・相談機能と②集会・イベント 

   として多目的利用できるスペース 

   （間仕切りで区切り最大５０人程度） 

 

 市民の交流や憩いのための広場を中心とした多目的交流施設に対する市民ニーズ

に応えることを優先したパターンです。 

 多目的な用途に対応するため、敷地①②の中心を広場としながら、敷地②の一部

に小規模かつ簡易な施設を一体的に整備するものです。市の厳しい財政状況、今後

の人口減尐や更なる尐子高齢化による市民ニーズの変化を踏まえ、大きなハコモノ
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は建てず、最尐の経費で「賑わい」、「交流」、「健康・福祉」、「生涯学習」等につな

がり、かつ将来に備えた戦略的用地として確保することも可能であるものであると

され、市民ワークショップ（第２回）では、賛成が最も多く、反対が尐なかった案

です。 

 敷地①②の全てを広場とすることも策定委員会では検討されましたが、「多世代交

流」や「賑わい」づくりのための多目的施設とするためには、広場だけなく、施設

と一体的であるべきとされました。 

 起債や補助金等の活用により、市の一般財源による当初負担額が小さくなると考

えられます。これについては、「②整備すべき公共施設の財源等（３案の比較）」で

検討します。 

 なお、起債及び補助金等において有利となる都市計画公園として広場を整備でき

ないか検討しましたが、困難であるとの結論に達しました。土地区画整理事業にお

いて、まちづくり事業用地にも近い１号公園と２号公園の２つの都市計画公園の整

備が進められており、現時点での都市計画の変更は、土地区画整理事業の進捗に大

きな影響があると考えられるためです。 

 

 

  ② 整備すべき公共施設の財源等（３案の比較） 

 本市では、平成２４年度予算編成において、世界的な経済不況や東日本大震災の

影響から、大幅な市税収入の減と社会保障関連経費等の増により、危機的な財政状

況に陥りました。平成２５年度も危機的な状況は続くと見込まれています。 

 整備すべき公共施設については、機能・規模の検討もさることながら、用地取得、

施設整備にかかる費用の財源として、起債及び補助金等が見込めるかが大きなポイ

ントとなるため、前項を踏まえて財源等を検討しました。 

 

   ア）用地取得費について 

 まちづくり事業用地については、土地開発公社が平成１５年度から平成１７年

度にかけて総額約１９億円で先行取得し、市が同額で引き取ることとなっていま

す。先行取得時の卖価を換算して、敷地①及び②の取得費用を計算すると、合計

約１１．７億円と想定されます。 

 市では、財政状況及び土地区画整理事業の進捗状況を踏まえ、段階的に用地取

得を進めていくこととしており、平成２５年度の市立けやき保育園・ピノキオ幼

児園の移転に合わせて、通園する乳幼児及び送り迎えの保護者等の交通安全を確

保するための歩道状空地とする敷地②の一部を約４，７００万円で取得し、その

後、敷地②の残りを約３．６億円、敷地①を約７．６億円で取得する予定となっ

ています。 

 用地取得計画は、当初は平成２３年度から順次取得する予定となっていました



40 

が、厳しい財政状況等により延伸され、平成２５年度以降、順次取得する予定と

なっています。 

 

   イ）起債について 

 地方財政法第５条に基づき、地方公共

団体は地方税等で歳入を賄うことを原

則とし、地方債を発行し特定の事業に充

てることが認められているのは、右表の

５つの場合のみとされています。 

 まちづくり事業用地における公共施

設の整備において起債が認められるの

は（オ）の場合となり、施設の償還年限

（※１）に応じて世代間の費用負担を公平

にする観点から認められるものです。よって、一時的・暫定的な利用に際して起

債は認められません。 

 公共施設等の建設事業費等のために起債する場合でも、整備する施設の種類等

によって、起債充当率（※２）や償還年限が異なってきます。３つのパターンに即し

て起債対象となるものは、下表のとおり、「一般事業」、「社会福祉施設整備事業」

であると考えられます。 

※１ 償還年限：地方債を返済（償還）するための年限。その地方債を財源として建設した公共公用施設の耐用年数を超えてはならない。 

※２ 起債充当率：建設事業の事業費の財源について、国庫補助金などの特定財源を除いた地方負担額のうち、地方債で充当してもよいとす

る比率。毎年、総務省が策定する起債許可方針によって各事業債ごとに示される。 

 

種類 充当率 備考 

一般事業 ７５％ 集会施設・広場等 

社会福祉施設整備事業 ８０％ 児童福祉施設・老人福祉施設等 

 

   ウ）補助金等について 

 用地取得も含む公共施

設の整備に対する基本的

な補助金等としては、（ア）

社会資本整備総合交付金

があります。市として広域

のまちづくりについて事

業計画を立て、東京都を通

して国の社会資本整備総

合計画に掲載されている

事業について交付されるもので、補助率は４割で用地取得費も対象となります。

地方債の対象経費 

（ア）公営企業に要する経費 

（イ）出資金及び貸付金に要する経費 

（ウ）地方債の借換えに要する経費 

（エ）災害応急事業費、災害復旧事業 

費及び災害救助事業費に要する 

経費 

（オ）公共施設等の建設事業費等 

対象となり得る補助金等 

（ア）社会資本整備総合交付金 

（イ）戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 

（ウ）老人福祉施設整備費補助 

（エ）認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業 

（オ）子供家庭支援区市町村包括補助事業 

（カ）市町村総合交付金振興割地域特選枠 
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厳密な費用対効果の検証等が求められるほか、まちづくり事業用地における施設

整備卖体では補助対象とならないため、尐なくとも東小金井地域全体のまちづく

りに係る計画を策定する必要があります。 

 用地取得費も対象となる補助金等としては、（イ）戦略的中心市街地商業等活性

化支援事業費補助金がありますが、主体は自治体では不可となっており、まちづ

くり事業用地の３つのパターンで対象となるものはありません。 

 その他、施設整備の費用等を補助するものとして、福祉施設等については補助

金がありますが、補助対象となるためには補助金の基準を満たす必要があります。

また、市町村総合交付金振興割地域特選枠は、地域の独自性と先進性等があると

東京都が認める事業について交付されます。施設整備のための工事費も対象とな

りますが、経常的業務は対象となりません。 

 

   エ）３つのパターンと起債及び補助金等の財源について 

 起債 補助金等 地代 

収入 敷地① 敷地② 敷地① 敷地② 

Ａ 公共施設優先型 △ ◎ △ △ ○ 

Ｂ 民間活用優先型 × × × × ◎ 

Ｃ 交流施設型 ◎ ◎ △ △ △ 

  凡例：起債、補助金等 ◎（可能） △（可能性低い） ×（可能性はない） 地代収入 ◎（金額大） ○（金額小） △（金額わずか） 

 

 上表のとおり、（Ｃ）交流施設型が一番有利であり、（Ａ）公共施設優先型がこ

れに次ぎ、（Ｂ）民間活用優先型が一番厳しいということになります。 

 

  （Ａ）公共施設優先型 

   ① 起債 

 敷地①は、公益性のある民間施設への貸地であり、基本的には起債できませ

ん。「社会福祉施設整備事業」として、児童福祉施設や老人保健施設等であれ

ば起債も可能ですが、対象となり得る施設は採算実現可能性調査では採算性は

低いとされており、可能性は低い（△）と言わざるを得ません。 

 敷地②については、市が中規模な公共施設を整備することとしており、 

「一般事業」（充当率７５％）として起債可能（◎）です。 

 

   ② 補助金等 

 社会資本整備総合交付金による補助が考えられますが、まちづくり事業用地

にとどまらない広域的なまちづくり計画として社会資本整備総合計画を策定

する必要がありますので、可能性は低い（△）と考えられます。 

 敷地①は、公益性のある民間施設に対する貸地となり、活用できる補助金等



42 

は限られています。児童福祉施設や老人保健施設等であれば補助対象となる場

合がありますが、起債の場合と同様に可能性は低い（△）と考えられます。 

 敷地②は、公共施設として市が直接に整備するものです。このため、児童福

祉施設や老人保健施設等を市が整備する場合には補助対象となりますが、「多

世代交流」及び「多目的複合」のための公共施設である以上、福祉等の卖一目

的のための施設を整備する可能性は低い（△）と考えられます。 

 

   ③ 地代収入 

 敷地①について、定期借地権による権利金及び地代収入を見込むことができ

ます。 

 

  （Ｂ）民間活用優先型 

   ① 起債 

 敷地①②ともに、貸地による民間の事業となり、基本的には起債できません。

「社会福祉施設整備事業」として、児童福祉施設及び老人保健施設等であれば

起債も可能ですが、対象となり得る施設は採算実現可能性調査では採算性は低

いとされています。民間によるテナントの選定においては、（Ａ）公共施設優

先型以上に採算性が重視されると考えられ、可能性はない（×）と考えられま

す。 

 

   ② 補助金等 

 敷地①②ともに、貸地による民間の事業となり、活用できる補助金等は限ら

れています。児童福祉施設や老人保健施設等であれば補助対象となる場合があ

りますが、起債の場合と同様に可能性はない（×）と考えられます。 

 

   ③ 地代収入 

 敷地①②について、定期借地権による権利金及び地代収入を見込むことがで

きます。しかし、公共性が高く、まちづくり事業用地に誘致すべき民間施設は、

採算性が低いため、用地取得費をまかなうことはできないと考えられます。 

 

 （Ｃ）広場と一体となった交流施設型 

   ① 起債 

 敷地①②を一体的に広場とし、敷地の一部に小規模かつ簡易な公共施設を整

備するもので、広場部分及び施設部分ともに、「一般事業」（充当率７５％）と

して起債可能（◎）です。 

 

   ② 補助金等 
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 社会資本整備総合交付金による補助が考えられますが，まちづくり事業用地

にとどまらない広域的なまちづくり計画として社会資本整備総合計画を策定

する必要がありますので、可能性は低い（△）と考えられます。 

 市町村総合交付金振興割地域特選枠は、都の予算の範囲内で、多摩・島しょ

地域の全市町村からの申請事業の中で、地域性・独自性・先進性が高い事業に

ついて、都が審査・選定して交付されるものです。現時点では、事業の内容に

よっては採択の可能性はありますが、可能性は低い（△）と言えます。 

 

   ③ 地代収入 

 敷地及び施設の一部を民間に賃貸することは可能ですが、金額はわずかであ

ると考えられます。 

 

  ③ 策定委員会における結論 

 整備すべき公共施設の機能・規模及び財源等について、３つのパターンを比較検

討した結果の結論としては、次のとおりとなります。 

 

（１）（Ｃ）広場と一体となった交流施設型を基本とする。 

（２）より充実した公共施設及び民間活力の活用について検討する。 

（３）財政状況及び土地区画整理事業の進捗を踏まえた事業化の推進 

 

  ④ （Ｃ）広場と一体となった交流施設型を基本とする。 

 「多世代交流」、「多目的複合」、「最適な推進」の３つの基本的な考え方に基づい

て、整備すべき公共施設の機能・規模及び財源等について検討した結果、（Ｃ）広場

と一体となった交流施設型を基本とすることと結論しました。 

 市民ワークショップでも多くの参加者から支持されたように、多目的広場と小規

模かつ簡易な公共施設が一体となった空間・施設として、多くの世代が立ち寄り、

幅広い「多世代交流」が進み、「賑わい」、「生涯学習」、「健康・福祉」に繋がってい

くことが期待されるとともに、起債及び補助金等において、３案の中で格段の実現

可能性を有するためです。 

 次頁の表のとおり、３パターンの比較において、（Ａ）公共施設優先型は公共施設

への市民ニーズに対して最も対応することができる一方で、ハコモノ整備自体に対

する批判があったことに加え、敷地①の民間活用に対する異論もありました。 

 また、（Ｂ）民間活用優先型は、賑わいの創出や魅力ある施設づくりに対するニー

ズに対して一定の対応が図られるものの、敷地①②における商業施設等の整備につ

いて批判があり、公益性と収益性を兹ね備えた実現性のある民間施設の誘致が課題

とされました。加えて、財政的にも起債対象外のため、市の一般財源から当初費用

を賄うことが困難であるという結論となりました。 
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 なお、危機的な財政状況により、他の２パターンでは事業費の確保に課題があり、

市民が利用できないまま土地開発公社の借入金に対する市の金利負担が続くという

状況に陥るリスクを払しょくすることができないことからも、（Ｃ）広場と一体とな

った交流施設型が最適な考え方であると言えます。 

 

 （Ａ）公共施設優先型 （Ｂ）民間活用優先型 
（Ｃ）広場と一体と 

なった交流施設型 

市民ニーズ 

対応の中心 公共施設のニーズ 
賑わいづくりや 

魅力的な施設づくり 
交流や憩い 

公共施設の規模 中 小 小規模で簡易 

一般財源からの当初コスト 中 大 小 

公益性 中 

（一部は民間活用） 

小 

（民間活用の割合が大きい）  

大 

（全て公共的利用が可能） 

将来対応の柔軟性 恒久施設のため 

対応しにくい 

貸地が中心の場合、 

対応も可能 
対応しやすい 

 

  ⑤ より充実した公共施設及び民間活力の活用について検討する。 

 （Ｃ）広場と一体となった交流施設型は、「多世代交流」により「賑わい」、「生涯

学習」、「健康・福祉」の機能増進が望め、東小金井地域のまちづくりに対応したコ

ミュニティづくりに資する点が強みであると考えられます。 

 このためには、広場と公共施設が一体となった施設であることが重要であり、小

規模かつ簡易な公共施設（延べ床面積４００㎡程度）を基本としながら、より充実

した施設の整備が可能か追求する必要があります。また、「賑わい」づくり及び利用

者の利便性を高めるため、カフェの設置等、（Ｃ）広場と一体となった交流施設型の

中での民間活力の活用についても検討すべきです。 

 

  ⑥ 財政状況及び土地区画整理事業の進捗を踏まえた事業化の推進 

 本計画では、基本的な考え方を明らかにし、整備すべき公共施設の機能・規模及

び財源等について３つのパターンを比較検討して、（Ｃ）広場と一体となった交流施

設型を基本とした公共施設の整備及び公共資産の活用を図るとの結論に達しました。 

 しかしながら、現下の本市の状況から事業化を図るためには、財政状況及び土地

区画整理事業の進捗を踏まえて、事業の実施年度及び概算事業費等を明らかにする

必要があります。平成２５年度に市が策定する実施計画（平成２５年度～２７年度）

に併せて、財政状況等を整理して事業年度等を検討していく必要があります。 
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（２） 市民意向の把握 

  ① 市民アンケート調査 

   ア）調査票 
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   イ）集計表 

 

 

 

 

問1  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(全体)
回答数 構成比

1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 91 22.0%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 175 42.3%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 90 21.7%
4 会議や研修等、多目的に使える 30 7.2%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 117 28.3%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 201 48.6%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 159 38.4%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 124 30.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 162 39.1%
10 その他 60 14.5%

無回答 33 8.0%
　計 414 100.0%

問1  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第1位)
回答数 構成比

1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 23 5.6%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 111 26.8%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 33 8.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 8 1.9%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 35 8.5%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 58 14.0%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 41 9.9%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 29 7.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 39 9.4%
10 その他 33 8.0%

無回答 4 1.0%
　計 414 100.0%

問1  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第2位)
回答数 構成比

1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 31 7.5%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 35 8.5%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 29 7.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 7 1.7%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 40 9.7%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 73 17.6%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 73 17.6%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 44 10.6%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 60 14.5%
10 その他 11 2.7%

無回答 11 2.7%
　計 414 100.0%

問1 東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第3位)
回答数 構成比

1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 37 8.9%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 29 7.0%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 28 6.8%
4 会議や研修等、多目的に使える 15 3.6%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 42 10.1%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 70 16.9%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 45 10.9%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 51 12.3%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 63 15.2%
10 その他 16 3.9%

無回答 18 4.3%
　計 414 100.0%
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問2  事業用地で必要な公共施設等を整備する場合の土地の利用方法
回答数 構成比

1
事業用地の全てを市の公共施設等の用地として使い、全て市
が公共施設等を整備する

27 6.5%

2
事業用地の一部を貸し出すなど資産を有効活用しつつ、身の
丈に合った公共施設等を整備する

215 51.9%

3
事業用地の大半を貸し出すなど民間資金の活用を主として、
市は最低限の公共施設等を整備する

168 40.6%

無回答 4 1.0%
　計 414 100.0%

問3  公共施設の整備についての考え方
回答数 構成比

1
財政状況にかかわらず市が責任をもって整備し、管理運営も
市が行うべき

16 3.9%

2
施設は市が整備し、管理運営は民間にまかせて、経費の削減
やサービスの向上を図るべき

91 22.0%

3
市の財政を悪化させないよう、施設整備や管理運営は、市の
責任のもとで、積極的に民間の活力を活用すべき

205 49.5%

4
施設の建設を急がず、当面は駐車場等として暫定的に利用
し、将来、市の財政状況や景気動向等を見ながら、適切な施
設を建設すべき

95 22.9%

無回答 7 1.7%
　計 414 100.0%

問4  「小金井しあわせプラン」の将来像の認知度
回答数 構成比

1 知っている 91 22.0%
2 知らない 317 76.6%

無回答 6 1.4%
　計 414 100.0%
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  ① 市民ワークショップ 

   ア）第１回市民ワークショップ（平成２３年９月４日開催） 

⑴ アンケート調査票 

 



52 

⑵ 市民アンケートと市民ワークショップでのアンケートの回答比較 

 
Q1-1  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(全体)

市民アンケート WS事前 WS事後
回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 91 22.0% 5 20.0% 5 20.0%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 175 42.3% 10 40.0% 8 32.0%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 90 21.7% 12 48.0% 13 52.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 30 7.2% 2 8.0% 0 0.0%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 117 28.3% 7 28.0% 6 24.0%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 201 48.6% 12 48.0% 11 44.0%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 159 38.4% 13 52.0% 15 60.0%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 124 30.0% 5 20.0% 3 12.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 162 39.1% 6 24.0% 5 20.0%
10 その他 60 14.5% 3 12.0% 6 24.0%

無回答 33 8.0% 0 0.0% 3 12.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%

Q1-1  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第1位)
市民アンケート WS事前 WS事後

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 23 5.6% 0 0.0% 2 8.0%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 111 26.8% 7 28.0% 4 16.0%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 33 8.0% 6 24.0% 5 20.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 8 1.9% 0 0.0% 0 0.0%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 35 8.5% 1 4.0% 1 4.0%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 58 14.0% 2 8.0% 3 12.0%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 41 9.9% 4 16.0% 5 20.0%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 29 7.0% 1 4.0% 1 4.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 39 9.4% 1 4.0% 0 0.0%
10 その他 33 8.0% 3 12.0% 4 16.0%

無回答 4 1.0% 0 0.0% 0 0.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%

Q1-2  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第2位)
市民アンケート WS事前 WS事後

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 31 7.5% 1 4.0% 0 0.0%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 35 8.5% 1 4.0% 1 4.0%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 29 7.0% 2 8.0% 4 16.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 7 1.7% 0 0.0% 0 0.0%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 40 9.7% 5 20.0% 4 16.0%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 73 17.6% 5 20.0% 5 20.0%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 73 17.6% 8 32.0% 8 32.0%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 44 10.6% 2 8.0% 2 8.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 60 14.5% 1 4.0% 0 0.0%
10 その他 11 2.7% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 11 2.7% 0 0.0% 1 4.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%

Q1-3  東小金井駅北口の事業用地に必要な機能(第3位)
市民アンケート WS事前 WS事後

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
1 周辺の大学の学生など、若者が集い利用することができる 37 8.9% 4 16.0% 3 12.0%
2 広域からも人を集めることができる魅力ある商業施設がある 29 7.0% 2 8.0% 3 12.0%
3 市民や市民団体等の交流や活動の拠点となる 28 6.8% 4 16.0% 4 16.0%
4 会議や研修等、多目的に使える 15 3.6% 2 8.0% 0 0.0%
5 多様な生涯学習活動や情報の受発信ができる 42 10.1% 1 4.0% 1 4.0%
6 健康づくりや保健・医療、高齢者の介護予防に役立つ 70 16.9% 5 20.0% 3 12.0%
7 子育ち・子育て支援に役立つ 45 10.9% 1 4.0% 2 8.0%
8 様々なスポーツやレクリエーション活動が楽しめる 51 12.3% 2 8.0% 0 0.0%
9 子どもたちやお年寄りがのんびりと過ごすことができる 63 15.2% 4 16.0% 5 20.0%
10 その他 16 3.9% 0 0.0% 2 8.0%

無回答 18 4.3% 0 0.0% 2 8.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%
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Q2  事業用地で必要な公共施設等を整備する場合の土地の利用方法
市民アンケート WS事前 WS事後

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1
事業用地の全てを市の公共施設等の用地として使い、全て
市が公共施設等を整備する

27 6.5% 1 4.0% 0 0.0%

2
事業用地の一部を貸し出すなど資産を有効活用しつつ、身
の丈に合った公共施設等を整備する

215 51.9% 16 64.0% 17 68.0%

3
事業用地の大半を貸し出すなど民間資金の活用を主として、
市は最低限の公共施設等を整備する

168 40.6% 7 28.0% 6 24.0%

無回答 4 1.0% 1 4.0% 2 8.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%

Q3  公共施設の整備についての考え方
市民アンケート WS事前 WS事後

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比

1
財政状況にかかわらず市が責任をもって整備し、管理運営も
市が行うべき

16 3.9% 0 0.0% 0 0.0%

2
施設は市が整備し、管理運営は民間にまかせて、経費の削
減やサービスの向上を図るべき

91 22.0% 0 0.0% 0 0.0%

3
市の財政を悪化させないよう、施設整備や管理運営は、市の
責任のもとで、積極的に民間の活力を活用すべき

205 49.5% 18 72.0% 17 68.0%

4
施設の建設を急がず、当面は駐車場等として暫定的に利用
し、将来、市の財政状況や景気動向等を見ながら、適切な施
設を建設すべき

95 22.9% 6 24.0% 6 24.0%

無回答 7 1.7% 1 4.0% 2 8.0%
　計 414 100.0% 25 100.0% 25 100.0%
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   イ）第２回市民ワークショップ（平成２４年３月１８日開催） 

⑴ 調査票 
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※集計結果については、ｐ．１６～ｐ．２０参照のこと 



 

  ② パブリック・コメント 

 平成２４年９月１８日から１０月１７日までの１か月間、パブリック・コメントを実施しました。 

 パブリック・コメントでは、９人から９件について意見が提出されました。その意見及び意見に対する検討結果は以下のとお

りです。 

№ 意 見 意見に対する検討結果 

1 

 

Ｃ案を選択されていることには賛成です。 

１ 小規模で簡易な施設については、時間をかけて検討することにし、芝生を貼った広場

として種々の交流の仕方を考えるべきと思います。 

①なんといっても、「ジブリ」が小金井市内にあり、かつ、事業用地と接するくらいの位

置に事務所があり、こことの連携を図ることが有効だと思われます。例えば、月に１回、

あるいは四半期に１回なり、ジブリ主催の子ども向けのイベント（キャラクターのぬいぐ

るみのお祭りなど）を開催すれば、小金井市外からも人の集まりを期待できるのではない

でしょうか。早くにジブリと相談してみてはどうでしょうか。 

②週に２、３回の小金井野菜朝市の開催。ただし、单口の「黄金や」との利害調整は必

要か。なお、「黄金や」は商品企画が良く、来客が多いので交流を考える参考になると思い

ます（人を引き付けるのは何か。）。 

③单口にある２か所の保育園には、運動スペースがない。ここの園児たちの運動の場と

して利用する。この場合、近くの老人ホーム入居者との交流の機会も作れます。（梶野公園

はあるが）（通路の確保。）との関連や、通路の安全確保についても考慮する必要があると

思います。 

広くアイデアを募ってみてはどうでしょうか。 

２ 小規模で簡易な施設については、計画作りに時間をかけていくつかの案を用意し、財

政的に見通しがついた段階で着工する。２３年度決算を見ても、小金井市の財政危機は一

段と深刻化しており、「地域センター」の建設などは無理だと思います。 

○小規模かつ簡易な公共施設の整備に向けては、財政状況等を踏ま

えて事業年度等を検討した上で、市民参加で基本設計等をまとめ

ることとしています。（計画素案 p.22） 

○①については、市民アンケート及び市民ワークショップ等でも指

摘されました。これを受けて、より利便性が高く、市民に親しま

れる施設とするために、独創性の高い地元企業等との連携につい

て、事業化に向けた留意点として特に明記しています。（計画素

案 p.21） 今後、模索していくことが必要であると考えます。 

○②及び③については、市民参加で基本設計等をまとめるに当たっ

て参考とされるよう、市に引き継いでまいります。 

○市民から広くアイデアを募ることについては、市民に親しまれる

施設とするためにも必要であると考えます。 

○２については、ご指摘のとおり市は危機的な財政状況にあること

等を踏まえ、財政状況を踏まえて事業年度等を検討し、平成３２

年３月までに整備することとしています。（計画素案 p.22） ま

た、予算が確保できず、直ちに用地を取得して施設整備事業を進

められない場合には、土地開発公社と協議して、まちづくり事業

用地の暫定的な利活用を検討するものとしています。（計画素案

p.21） 
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№ 意 見 意見に対する検討結果 

 建物を作れば、尐なくとも億卖位あるいは１０億卖位の予算が必要となり、その余裕は

ないはずです。「施設白書」をベースに緊急な施設の建設・補修を優先し、ここの施設はそ

のあとにすべきです。鉄道コンテナなど安価で容易に撤去可能なものにとどめるべきです。 

 

2 東小金井の立地の特徴として、①市の東はずれに位置すること、②東西に武蔵境、武蔵

小金井といった大型商業地域があること、③学生の利用率が高く、单北に大きな公園が控

えていること、が挙げられます。 

苦しい市の財政状況を考え合わせると、提示された３案の中でＣ案の「広場と一体とな

った交流設備型」を文化・文教地区として整備するのが望ましいと考えます。 

多くの市民が希望する図書館の建設は、貫井・前原地域の人たちには利用しにくく、平

等性に欠け、問題があると思います。 

今後、駅前を中心に周囲の開発も順次進んでいますが、地域住民としてはより良い環境

を保ちつつ、新しい住民の流入も考慮に入れ、ライフラインとなる病院や銀行等の誘致を

望みます。また、国立駅前の風致条例を参考に、若者に良からぬ影響を及ぼす店舗等の進

出は望みません。 

○病院については、一定の市民ニーズや公共性があると考えまし

た。しかし、「多世代交流」、「多目的複合」、「最適な推進」の３

つの基本的な考え方に基づいて（計画素案 p.6）検討した結果、

「広場と一体となった交流施設型」を整備すべきとしました。な

お、採算可能性調査（フィージビリティスタディ）を踏まえ、実

現可能性が低いと考えました。（計画素案 p.8） 

○銀行についても同様に、採算可能性調査も踏まえ、出店可能性は

低いと考えました。 

○「若者に良からぬ影響を及ぼす店舗」については、東小金井駅北

口地区地区計画で立地が制限されています。 

3 第三セクター又は民営により温泉スパを設置してほしい。 

理由 

①府中や小平にはあるのに小金井には温泉スパがなく不便である。 

②市民及び中央線利用者も利用することにより賑わいと活気が生まれる。 

③市民の健康増進、地域交流、世代交流が増し、親しさと健康都市に結びつく。 

④市民は割安料金で利用、市の財政負担の軽減も図られ、面白い、活気ある名物都市の誕

生となる。 

○温泉施設については、賑わい、交流、健康・福祉に繋がり、一定

の市民ニーズがあると考え検討しました。しかし、「多世代交流」、

「多目的複合」、「最適な推進」の３つの基本的な考え方に基づい

て（計画素案 p.6）検討した結果、「広場と一体となった交流施設

型」を整備すべきとしました。なお、採算可能性調査も踏まえ、

一定規模以上の駐車場の確保が必要となること等から、現在のま

ちづくり事業用地の敷地規模では実現性は低いと考えました。 

4 ＜内容＞ 

「おふろの王様」のような「健康ランド」を建設する。 
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№ 意 見 意見に対する検討結果 

小金井市は銭湯が１か所になり、特に高齢者の楽しみが減っている。一般事業として「健

康ランド」を建設し、運営を第三セクターで行うようにする。従業員はシルバー人材セン

ター等を中心雇用する。 

＜メリット＞ 

①市民が安価な費用で遊べる。（年齢により市から優待券を発行） 

②雇用の創出 

・第三セクターの従業員 

・シルバー人材センターに登録している会員 

③駅から近いため集客力が大 

④「健康ランド」内にレストランやショッピング街を併設すれば、更に集客力が大。 

5 基本的な考え方、整備すべき施設の方針ともに大方共感できる方向性で素案が策定され

ていると思います。 

しかし、気になる点や思うことがあり記載させていただきます。 

＜考え方について＞ 

戦略的に目的とターゲットを絞ってみてはどうか。 

多目的というのは基本的に誰でも想い想いの目的で集まり、過ごす「場」となると思いま

すが、逆に考えるとそれは「無目的」となり、集う人が「交流」するとも限らないのでは

ないでしょうか。 

「広場」があることは賛成ですが、そこに何かの目的性を持たせること、もしくは核とな

る「何か」を明確に設計し位置づけることでそれを「観る」、「参加する」ことを目的とす

るように集まる仕組みにできないでしょうか。 

また、「多世代交流」も理想として大賛成ですが、名目のみで終わっている施設やイベント

が多いと思います。 

○戦略的に目的とターゲットを絞ってみてはどうかとのことです

が、新たなまちづくりが進む東小金井地域では、市民の多様化は

さらに進むと考えられます。このため、まちの核となるとともに、

幅広い人たちが立ち寄り、思い思いに過ごせ、様々な交流の輪が

広がっていく場が必要であると考えます。（計画素案 p.6） 「多

目的複合」とすることによって、様々な目的で利用する人たちが

触れ合い、交流が生まれてくると考えています。 

○「多世代交流」、「多目的複合」の仕組みの事例については、例え

ば、先進事例として視察した「武蔵野プレイス」では、読書や学

習等の目的で幅広い世代の方が来館して思い思いの形で利用し

ていました。併せて広場を活用し、イベントや展示等を実施して

いくことで、幅広い交流に繋がるものと考えています 

○「交流の仕組みづくり」及び提案の①②③については、市民参加
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「多目的」、「多世代」の交流が実現できている施設や設備は他でどんな事例があるのでし

ょうか。（ハコもののイメージというより、それが実現できる仕組み） 

それが明確ではない限り、理想論としてのみで終始し、交流がない卖なる「場」になる恐

れがあるのではと危惧します。 

であれば、思い切ってターゲットを絞り（場に目的性を持たせる）、その交流を促進させる

ことに「絞る」ことも必要ではないでしょうか。 

※俗にいう「目的のない交流スペース」で多世代が自然発生的に交流する例はあまり聞い

たことがありません。 

ゆえに、もっと戦略的にこのまちをどうしていくのか、の計画の一環として整備すべきか

と思います。 

＜提案＞ 

「子どもを育てる拠点であり、それを核に多世代が交流する広場・施設の整備」にしては

どうか。 

（コンセプト例）コドモ×色んなオトナで繋がる・育つミンナ 

※色んなオトナ・・・学生、子どもを持たない夫婦、母親、父親、高齢者 

今発表されている小金井市の合計特殊出生率は１．１３（平成２２年東京都人口動態統計

年報（確定数の）のあらまし・東京都福祉保健局総務部総務課統計調査係より）、多摩２６

市の中でも２２位と最下部に位置します。今後はより一層尐子化が進むことと想像されま

す。 

子育て環境を良くし、子育て世代の満足度を上げ、新たな子育て世代を呼び込むことは、

今後の市政運営で必要なことだと考えます。 

このままでは子育てしやすい自治体に子育て世代を奪われ、子育て世代の担税力が失われ

ることによる負のスパイラルに陥ってしまいませんか。 

で基本設計等をまとめるに当たって参考とされるよう、市に引き

継いでまいります。なお、「子どもを育てる拠点」については、

まちづくり事業用地が、市立けやき保育園・ピノキオ幼児園にも

隣接していることからも、重要な機能であると考えられます。た

だし、①「幼児検診などの機能」については、策定委員会及び庁

内でも検討しましたが、健診会場とするためには保健所に医療施

設としての登録が必要となり、たとえば飲食ができない等、衛生

上の厳しい制限があります。このため、健診会場として固定化す

ると「多目的複合」施設としての利用が難しくなると考えます。 
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ゆえに、子どもを育てる拠点として、それを核にして色んな世代が集まる広場・施設を整

備してはどうか、と思います。 

（要点） 

Ｃ案を無視して全く別のＤ案というよりは、Ｃ案を軸にして整備する簡易な公共施設を「子

育て拠点」にしてはどうか、という案です。 

①幼児健診などの機能 

小金井市最西端ともいえる場所に「保健センター」があり、乳幼児健診などで行くときに

は何度もバスを乗り換えたり不便極まりないです。そういった乳幼児の健診や子育て相談、

ひろばなどの機能を整備してほしいです。東地域の母親の一番の多い要望はこれです。是

非ご検討ください。 

②広場＋遊び場＋カフェ 

素案（Ｃ）で想定されている広場は賛成です。 

※ただし、梶野公園がすぐ近くにあるためもう尐し広場のみのスペースは小さくても良い

とは思います。 

それゆえ、誰もが一緒に遊べる遊び場も合わせて整備する（昔の遊びができるとか＝高齢

者からの伝承も）。 

小さなカフェを併設し（売り場だけでもいい）、お茶をしながら「色んなオトナ」が交流で

きるといいのではないでしょうか。 

広場や遊び場とカフェが敷居がなくお茶をしながら子どもを遊ばせることができれば、高

齢者にとってもカフェに来ながら子どもと交流できることが楽しみになるかもしれませ

ん。 

③屋根のある広場（遊び場） 

雤が降った時にどこにも行けないという悩みがあります。 
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そんな時にでも屋根（卖に雤を凌げればいい）がある一定のスペースがあれば 

（参考）コピス吉祥寺３Ｆキッズスペース 

以上、これまでの経緯を無視するつもりはありません。財政状況が非常に厳しいことも理

解しております。原案に沿った形でご検討のほどよろしくお願いいたします。 

6 市の財政状況を踏まえながら、まちづくり事業用地の活用を図るため、「多世代交流」、「多

目的複合」、「最適な推進」を基本的な考えとして、「（Ｃ）広場と一体となった交流施設型」

という結論となったのは妥当であると考えます。 

「事業化に向けた留意点」の１つとして、「独創性のある地元企業等との連携を図る」とし

ていますが（ｐ．２１）、株式会社スタジオジブリや宮崎駿監督に協力を要請し、そのアイ

デア及び知名度により、市民に親しまれ、他地域からも注目させる施設としていくべきで

す。 

○株式会社スタジオジブリとの連携については、市民アンケート及

び市民ワークショップ等でも指摘されました。これを受けて、よ

り利便性が高く、市民に親しまれる施設とするために、独創性の

高い地元企業等との連携について、事業化に向けた留意点として

特に明記しています。（計画素案 p.21） 今後、模索していくこ

とが必要であると考えます。 

7 ｐ.２１「地元企業等との連携について」とあるが、株式会社スタジオジブリ又は宮崎駿

監督との連携を進めるべき。 

（理由） 

賑わう施設とするためには、今までの施設にない工夫が求められ、また、株式会社スタジ

オジブリ及び宮崎駿監督は知名度が高く、注目を集めると考えられるため。 

8  民間売却や民間依存を避けたのは評価しますが、市側が創った土俵の枠内でしか議論さ

れなかったのは残念です。まず市の土俵の当否から検討すべきです。 

 第１に、検討対象を狭い意味での市民施設に限っていることです。市民がいま緊急に整

備が必要と思っている広い意味での市民施設を考えるべきです。それはゴミ処理施設です。

市内に大型が不可能なことは自明であり、小型のものをいくつか設置する以外に解決の展

望は生まれてきません。完全無公害・周辺住民合意を大前提に、その第一号をまちづくり

事業用地の半分を割いて造ってほしい。今からでも議論願います。 

○第１について、安定的かつ確実なごみ処理体制の確立を図ること

は、ご指摘のとおり、市政の最重要課題です。市民ワークショッ

プや策定委員会でも小規模の処理施設をいくつか設置すること

も含めて議論がありました。まちづくり事業用地にごみ処理施設

を整備することは、土地利用制限、周囲の住宅地との関係等から

も困難であると考えます。 

○第２について、市の施策及び主な事業については第４次基本構

想・前期基本計画に定められています。策定委員会でも、同計画

を踏まえて、整備すべき機能等を検討しました。整備すべき機能

と事業手法は一体であって、危機的な財政状況を踏まえて最適な

整備活用計画を策定することが必要です。 
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 第２に、「財政難」にとらわれ過ぎています。市のやっていること、やろうとしているこ

とのムダと優先順位を議論すべきです。たとえば武蔵小金井駅前再開発の第二地区、同北

口再開発計画は全く不要です。まちづくり事業用地のすぐ傍のけやき並木を切り倒しての

道路拡幅計画も百害あって一利なしです。これらを止めれば財源は生み出せます。市民代

表であればこそ、まずこのことを議論すべきです。 

 そのうえで、いま市東部の住民が切に求めている施設を大胆に提起してほしい。①高齢

者のための大浴場（ごみ処理排熱利用）付きののんびり出来る施設、②在宅者はもちろん、

通勤者や学生も気軽に利用できる夜まで開いている図書館、③子育て世代が安心できる子

ども医療相談施設、④近くのスタジオジブリと連携した「ジブリ第２博物館」を含む大型

建物を建ててほしい。 

○①については、賑わい、交流、健康・福祉に繋がり、市民ニーズ

があると考え検討しました。しかし、「多世代交流」、「多目的複

合」、「最適な推進」の３つの基本的な考え方に基づいて（計画素

案 p.6）検討した結果、「広場と一体となった交流施設型」を整備

すべきとしました。市が設置する場合には多くの経費を要すると

考えられるとともに、民間施設の誘致を図る場合には、採算可能

性調査も踏まえ、一定規模以上の駐車場の確保が必要となること

等から、現在のまちづくり事業用地の敷地規模では実現性は低い

と考えました。 

○②については、市民ニーズが高いと考え、市民ワークショップや

策定委員会でも時間をかけて議論しました。中央図書館は市の中

心部にあるべき施設と考えられ、まちづくり事業用地は図書館東

分館及び緑分館からも遠くないことから、整備すべき施設の機能

として、図書室等の「学習・図書機能」を「交流機能」及び「情

報機能」と併せた基本機能としました。（計画素案 p.7）  

○③については、市民参加で基本設計等をまとめるに当たって参考

とされるよう、市に引き継いでまいります。 

○④については、市民アンケート及び市民ワークショップ等でも指

摘されました。これを受けて、より利便性が高く、市民に親しま

れる施設とするために、独創性の高い地元企業等との連携につい

て、事業化に向けた留意点として特に明記しています。（計画素

案 p.21） 今後、模索していくことが必要であると考えます。 

9 長時間の検討の上の素案を拝見し達成感有り。そもそも論的にコメントします。 

Ａ．小金井に６０年近く住んで不便を感じる事は 

 ①ととのった病院が市内に無い。 

 ②最終的な型は不明なるも駅前再開発にともない商店等たちのき・廃業で不便度増加 

 ③地震・大規模災害へのそなえ不十分 

  －数ｋｍしかはなれていない国分寺市西部をはしる「立川断層」が動く確率が高く 

  なっているとの指摘有り。 

Ｂ．素案作成上の問題 

 ①せっかく取得したＪＲ貨物跡地を小まぎれにして使いがって悪くした。 

○Ａ①及びＣ①については、一定の市民ニーズや公共性があると考

えました。しかし、「多世代交流」、「多目的複合」、「最適な推進」

の３つの基本的な考え方に基づいて（計画素案 p.6）、検討した結

果「広場と一体となった交流施設型」を整備すべきとしました。

なお、採算可能性調査（フィージビリティスタディ）を踏まえ、

実現可能性が低いと考えました。（計画素案 p.8） 

○Ａ②及びＣ②については、東小金井駅北口地区地区計画において

駅北口及び都市計画道路沿いに商業施設を集積するものとなって

います。今後、東小金井駅北口土地区画整理事業の進展に伴い、

利便性が向上すると考えられます。 

○Ａ③及びＣ③については、近隣の梶野公園が一時避難場所に指定

され、耐震性貯水槽（１００㎥）、防災備蓄倉庫、災害用マンホー

ルトイレ５基、防災用深井戸及びかまどベンチなどが設置される
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 ②積極的に参加・発言した人の意見が強く反映しすぎていないか。いわゆる声なき声 

  をどのように斟酌してバイアスをとりのぞいたのか。 

Ｃ，計画案にとり込むべき内容（現素案を白紙にし再検討） 

①ＪＲ跡地を無料で貸し、固定資産税を免税にして、総合病院を誘致－地方の人口１ 

０万人程度の市なら市立総合病院を持っているところ多し。 

②買い物に便利な商店・飲食店を多数誘致する。 

 ③大規模災害用の備蓄・救援基地機能を付加 

  －１㎢ごとぐらいに必要（市立・小学校、公園等含めて整備） 

防災公園となっています。ご意見については、市民参加で基本設

計等をまとめるに当たって参考とされるよう、市に引き継いでま

いります。 

○Ｂ①について、まちづくり事業用地の取得目的は東小金井駅北口

土地区画整理事業の円滑な推進であり、まちづくり事業用地の位

置・形状については策定委員会においてもまちづくり及び有効活

用の観点から議論し、まちづくり事業用地の一体的活用について、

事業化に向けた留意点として特に明記しています。（計画素案

p.20） 

○Ｂ②について、今回の策定過程では、住民基本台帳から無作為抽

出された市民２千人を対象に市民アンケートを実施し、併せて市

民ワークショップの参加依頼書を送付し、幅広い市民の参加を図

っています。 
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（３） 庁内ワークショップ 

  ① 参加者 

１ 企画政策課長 ６ 健康課長 １１ 建築営繕課長 

２ 
企画政策課長補佐 
（男女共同参画担当） 

７ 子育て支援課長 １２ 区画整理課長 

３ コミュニティ文化課長 ８ 保育課長 １３ 生涯学習課長  

４ 経済課長 ９ まちづくり推進課長 １４ 公民館長 

５ 介護福祉課長 １０ 道路管理課長   

 

 

  ② 開催日程 

開催日 名称 実施内容 

平成２４年６月２７日 第１回庁内ワークショップ ○状況説明 

○全体での意見交換         等 

平成２４年７月３日 先進公共施設視察 ○武蔵野プレイス 

平成２４年７月１９日 第２回庁内ワークショップ ○公共施設の機能及び規模について 

○誘致が望ましい民間施設について 等 
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  ③ 策定委員会委員長からの検討依頼事項とその回答 

   ア）公共施設の機能及び規模について 

検討依頼 

 策定委員会では、Ａ～Ｃの何れのパターンについても不足する公共施設に対す

る市民ニーズへの対応の観点から、一定の公共施設としての機能を整備すること

としており、その具体的な機能については、現時点では特定せず、施設はスケル

トン又は簡易な構造として複数の機能や今後の転用にも対応できる建築形態（仮

称）東小金井地域センター（多目的複合施設））を考えている。また。公共施設の

規模としては、Ａは中規模、Ｂは中～小規模、Ｃは小規模かつ簡易な施設として

いる。 

 これらを踏まえ、以下の点について、ご検討いただきたい。 

ア 下記①～⑧の機能について、基本計画や個別計画（施策）との整合性や市民ニーズか

らみて、特に必要性の高い機能とともに、今後周辺施設で整備される可能性がある施設

との重複や問題点等の有無及びその内容について 

イ また、これらの機能について、中規模又は小規模もしくは小規模かつ簡易な公共施設

として整備する場合に必要とされる規模（建築面積、延べ面積等）について 

●策定委員会で示された８つの機能 

①会議・相談機能（小会議室等）、②集会・イベント機能（ホール等）、③学習・図書機

能（学習・図書コーナー）、④福祉（子育て支援を含む）・医療機能（健診・談話等）、⑤

交流機能（たまり場・居場所・広場）、⑥情報機能（閲覧・検索コーナー）、⑦事務機能

（事務室等）、⑧保管・備蓄機能（ロッカー・倉庫等） 

回 答 

⑴ 検討の前提について 

 東小金井駅北口土地区画整理事業区域内公共施設整備構想及び東小金井駅北口まちづ

くり事業用地整備活用計画策定委員会での議論を踏まえ、「賑わい」、「交流」、「生涯学

習」、「健康・福祉」の４つの基本機能を持つ「やさしさと生きがいづくりの拠点」を

整備する。 

 機能については、複数の機能や今後の転用にも対応できる建築形態で、（仮称）東小金

井地域センター（多目的複合）として、８つの機能の組合せを想定 

策定委員会で示された８つの機能 

①会議・相談機能（小会議室等）、②集会・イベント機能（ホール等）、③学習・ 

図書機能（学習・図書コーナー）、④福祉（子育て支援を含む）・医療機能（健診・談話等）、

⑤交流機能（たまり場・居場所・広場）、⑥情報機能（閲覧・検索コーナー）、⑦事務機能

（事務室等）、⑧保管・備蓄機能（ロッカー・倉庫等） 

 規模については、パターンＡで中規模（1600 ㎡程度）、パターンＢは小規模（800 ㎡

程度）、パターンＣは小規模かつ簡易なもの（400 ㎡程度）を想定 
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⑵ 機能と規模について 

 東小金井駅近辺では、進むまちづくりに対応し、多世代が多目的に活動・交流するこ

とができる施設が求められている。（まちのリビング） 

 機能に係る基本的な考え方 

・⑤交流機能＋α（③学習・図書機能及び⑥情報機能）を基本機能とする。 

・併せて、①会議・相談機能、②集会・イベント機能及び⑦事務機能を重視 

 Ａ～Ｃの３つのパターンそれぞれについて、８つの機能の内、どれが必要になるかを

検討し、必要不可欠（◎）、重要（○）、なくてもよいと考えられる（△）、不要（×）

の４段階で判定した。 

 ⑤＋③⑥ 

交流＋学習・情報 

① 

会議・相談 

② 

集会・ｲﾍﾞﾝﾄ 

④ 

福祉・医療 

⑦ 

事務 

⑧ 

保管・備蓄 

Ａ 1600 ㎡ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

Ｂ 800 ㎡ ◎ ◎（間仕切り） △ × △ 

Ｃ 400 ㎡ ◎ ○（間仕切り） × ◎ × 

 １階が交流機能＋αで、２階に会議・相談機能等というイメージ 

 卓球、バスケットボール、フットサル等のスポーツもできるとよいと指摘あり。 

⑶ 個別検討事項について 

 子育て支援施設（ステーション型保育を含む。Ａ～Ｂパターン） 

 市として、保育所を含む新たな子育て支援施設を整備する計画はない。この

ため、民間活力活用として実現可能性があるかを検討する方向 

 図書館（Ａ～Ｃパターン） 

 市民要望が極めて高い施設ではあるが、卖一目的で大きな面積等を要するた

め、多目的複合の考え方に反する。交流に資する図書室機能の整備が基本 

 市民協働支援センター（Ａ～Ｃパターン） 

 第４次基本構想・前期基本計画では優先度の高い施設ではあるが、新庁舎に

近接して整備する方向であるため、本事業用地の対象外 

 生涯学習支援センター（コーディネータ機能。Ａ～Ｃパターン） 

 生涯学習支援機能においては、コーディネータ機能が重要である旨、策定委

員会で指摘された経過がある。詳細は今後検討となるが、交流・学習・情報機

能の中で実現を図るべきである。 

 都市公園について（Ｃパターン） 

 都市計画法第４条第１項に基づいて、建ぺい率は２％以内。ただし、特例的

な措置を条例で２％を参酌して制定可。また、運動施設を整備する場合、面積

の５０％を超えなければ可能 
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   イ）起債・補助金等の財源について 

検討依頼 

 策定委員会では、採算可能性調査等を実施して、支出についての想定を行って

いるところであるが、補助金・起債等については算出できていない。そのため、

Ａパターン、Ｂパターン、Ｃパターンそれぞれについて、起債及び補助金・交付

金等確保の可否及びその条件について、明らかにされたい。 

 なお、現段階で策定委員会では、公共施設の機能はスケルトン機能としている

が、財源を検討するに当たって、機能を検討する必要がある場合は前述③ア）の

検討を踏まえて、回答をいただきたい。 

 Ｃパターン（広場等（段階的利用を含む。））案については、将来にわたって広

場とする場合と暫定利用の場合を図りつつ、条件を整備して実現を図ることが考

えられる。その場合の対応策についての考え方をお示しいただきたい。 

回 答 

 起債 補助金等 地代 

収入 敷地① 敷地② 敷地① 敷地② 

Ａ 公共施設優先型 △ ◎ △ △ ○ 

Ｂ 民間活用優先型 × × × × ◎ 

Ｃ 広場型 ◎ ◎ △ △ △ 

 凡例：起債・補助金等 ◎（可能） △（可能性高くない） ×（可能性小） 

    地代収入    ◎（金額大） ○（金額小） △（可能性高くない） 

⑴ 起債について 

 公共事業等（充当率９０％。都市公園等） 

 社会福祉施設整備事業（充当率８０％。児童福祉施設・老人福祉施設等） 

 一般事業（一般。充当率７５％。広場等）（地域活性化。充当率９０％） 

   ※償還年数>=耐用年数。鉄筋コンクリートの集会室 47年。同鉄骨 34 年。公園 20年 

⑵ 補助金等について 

 社会資本整備総合交付金（旧まち交） 

   補助率４割（用地取得も対象）。要総合計画、要庁内調整 

 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 

   補助率２／３（用地取得も対象）。主体はＴＭＯ等（自治体は不可） 

 市町村総合交付金振興割地域特選枠 

   補助率１／２（イチ押しは３／４。用地取得は対象外） ※実質上限あり。 

 老人福祉施設整備費補助（介護専用型ケアハウス等） 

   補助額４３０千円×定員数。起債可 

 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業 
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   補助基準額１千万円。補助率１／２。他に国交付金２千万円。起債可 

 子供家庭支援区市町村包括補助事業 

   補助基準額１．２億円。補助率１／２ 

 都市計画公園 

   都補助１／２（国補を控除） ただし、２ｈａ以上等だと国補助が別途あり。 

⑶ 地代収入について 

   定期借地権（地上権）の設定による権利金、地代収入が見込まれる。 

 

   ウ）その他の検討課題について 

検討依頼 

 策定委員会では、東小金井駅周辺に商業施設を集積しようという土地区画整理

事業等の方向性に鑑み、まちづくり事業用地には民業を圧迫する民間施設を誘致

すべきではないという意見が出ている。 

 Ｂパターン（民間活用優先）では、公益性の高い機能であるとともに、地代等

との関係で収益性の高い施設を検討すべきかが、実現可能性に向けた論点となる。

採算実現可能性調査（フィージビリティ・スタディ）等を進めていくものとする。 

（なお、策定委員会では、採算可能性調査を進めていく中で、サービス付き高齢

者向け住宅、医療モール、高齢者・子育て等支援の福祉施設（ステーション保育

等）、産直・地域店モール（起業支援等）、スポーツ施設（フットサル場等）等が

候補として挙がっている。） 

回 答 

⑴ Ａパターン（けやき西を借り受ける可能性がある民間施設） 

 保育所、医療モール、サービス付き高齢者向け住宅 

⑵ Ｂパターン（一体的整備での採算可能性が高い民間施設） 

 医療モール、サービス付き高齢者向け住宅 

※これ以外の民間施設では実現性が低い。 

⑶ その他 

 地元店モール（公共性はあるが採算性は厳しいと考えられる。） 

 利便施設（コンビニエンスストア、カフェ等） 

 

   エ）その他（庁内ワークショップからの意見） 

 市の財政状況は危機的であり、まちづくり事業用地における公共施設の整備及

び公共資産の活用の進め方が定まっても、直ちに整備等を始められない場合が考

えられる。 

 その場合、小金井市土地開発公社において資産活用等が図られることが望まし

い。 
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（４） 専門家ワーキンググループ（フィージビリティ・スタディ）での検討結果 

 事業採算性や事業手法検討のために実施した専門家ワーキンググループ（フィー

ジビリティ・スタディ）の結果を以下に示します。 

 

  ① 専門家名簿 

№ 名    称 所属及び肩書※ 支援内容 

1 山本 忠 一般財団法人 日本不動産研究所 顧問 当該事業用地の活用やそれに応

じた事業手法等に関するアドバ

イス 

2 山口 雅裕 (株)丹青社 

CS事業部コマーシャルデザイン統括部 

シニアプランニングディレクター 

テナント誘致の方向、施設のメン

テナンスコストなど施設運営面

でのアドバイス 

※所属及び肩書は平成２３年１１月１日現在のもの 

 

  ② 開催時期及び回数 

開催時期 実施回数 

平成２３年１１月～平成２４年２月 ４回 

 

  ③ ヒアリング先 

主なヒアリング先 

開発会社、金融機関、商業デベロッパー、先進自治体 

 

  ④ 検討結果の概要 
 

施設例 
収益に関する 

コメント 
賑 

わい 
生涯学習 交流 

健康・福祉 
公共 
性 

立地 
可能性 

補足事項 

公
益
施
設 

総合病院 

①需要、立地性から可能
性あり。 

②医師会との調整が必
要 

〇 健康・福祉 ◎ 
売却 
貸地 

事業用地では面積規模
が不足 
圏域ごとに病床数の枠
があり、整備には都と
の調整が必要 

医療 
モール 

①需要、立地性から可能
性あり。 

②医師会との調整が必
要 

③診療所、薬局、公的福
祉施設の複合的医療
モールは可能性ある。 

○ 健康・福祉 ◎ 
売却 
貸地 

賃料負担力は小さい
が、可能性はある。 

福祉 
サービス 

施設 

①需要、立地性から可能
性あるが土地又は床
負担能力に欠ける。 ○ 福祉 ◎ 

売却 
貸地 
暫定利用 

マンションに特別養護
老人ホームを併設した
ようなものであれば立
地条件も良く可能性が
高い。 
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施設例 

収益に関する 
コメント 

賑 
わい 

生涯学習 交流 
健康・福祉 

公共 
性 

立地 
可能性 

補足事項 

利
便
施
設 

食品系 
スーパー 

①2 階、床面積 3,000 ㎡
以下 

②駐車場附置 
③周辺の商業施設の立

地動向による。 
④土地買収負担能力と

の関係で自己建設の
可能性は小さい→デ
ベロッパーとセット 

◎ 
生涯学習、交流 
（集会所等を併
設した場合） 

× 
売却 
貸地 
暫定利用 

賃料負担力も高く、15
～20 年の借地期間が取
れれば事業採算的には
実現可能性が高い。 

商業系 
複合施設 

①規制上、小規模なので
採算性に疑問 

◎ 
生涯学習、交流 
（集会所等を併
設した場合） 

× 
売却 
貸地 
暫定利用 

地元の起業などによる
活性化につながる可能
性がある。駅高架下に
整備される商業施設と
の棲み分けが必要 

スポーツ
施設 

①2 階、床面積 3,000 ㎡
以下 

②駐車場附置 
③土地又は床負担能力

は小さい。 
⇒デベロッパーとセッ

トで複合的施設、又は
簡易な建物、若しくは
建築を伴わない施設
であれば可能か。 

◎ 健康・福祉 △ 
売却 
貸地 
暫定利用 

周辺に既存施設があり
競合する。 
暫定利用の公園・広場
と連携することも考え
られる。 

ホテル 

①規制上、小規模なので
採算性に疑問 

②自己建設タイプは限
定される。 

③貸ホール需要やビジ
ネス利用等の需要の
有無が課題 

△ × × 
売却 
貸地 

宿泊需要が尐ない。有
料ホールとしての需要
だけでは立地は苦し
い。 
 

業
務
施
設 

オフィス 
①規制上、小規模なので

採算性に疑問 
②需要は不明 

○ × × 
売却 
貸地 

立川市内でも床に余剰
があり、吉祥寺等との
競争にも勝てない。 

駐車場 

①需要、立地性から可能
性あり。 

②土地、床負担能力はな
い。 

③立体駐車場は建築規
制から困難。青空駐車
場は可能 

△ × ○ 
売却 
貸地 
暫定利用 

食品系スーパーとの併
設など集客施設との併
設であればなお可 

住宅 
展示場 

①（今後の市街化進展か
ら）需要、立地性から
可能性あり。 

②土地負担能力はない。 

△ × × 
貸地 
暫定利用 

暫定利用としての可能
性もある。 

住
宅 

集合 
住宅 

①用途地域上は、容積率
を消化でき、立地条件
上、成立する。 

②土地買収卖価が想定
できる。 

△ 

健康・福祉 
子育て支援施設 
高齢者支援施設 
併設型の可能性 

△ 
売却 
貸地 

立地、土地形状もマン
ション開発適地。実現
可能性が高い。 

サービス
付き高齢
者住宅等 

①需要、立地性から可能
性あり。 △ 健康・福祉 ◎ 

売却 
貸地 

需要も高く、国等の補
助もあり、可能性はあ
る。 
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（５） 先進地等視察結果 

１ 日 時：平成２４年５月１２日（土）１３：００～１７：００ 

２ 視察地：① まちづくり事業用地（市内） 

      ② ふじようちえん（立川市） 

      ③ 武蔵野プレイス前の公園（武蔵野市） 

３ 参加者：策定委員 加藤委員長、三橋副委員長、永田委員、本川委員、鏡委員、高橋委員 

           大久保委員 

      事務局  伊藤部長、高橋課長、堤係長、黒崎主任研究員、田中研究主任 

４ 感想等：視察現場での参加者の主な感想等は以下のとおり。 

 ① まちづくり事業用地 

  ・実際に現場をみると、敷地の面積は思っていたよりも小さいと感じた。 

  ・高架を走る中央線の電車の騒音は、割合に静かだと感じた。 

  ・けやき保育園及びピノキオ幼児園に隣接する１,０８０㎡の敷地は、コンクリートを剥がし 

   た部分が掘り下げられている。（写真２） 

  ・都市計画道路に面した２,０２４㎡の敷地の地面はコンクリートのままとなっている。（写真３） 

  ・都市計画道路の交差点付近（１２２-６（乙）２４７㎡のある街区の北側）に、民間施設の 

   温浴施設として深さ１,７００ｍの掘削工事をしていた。 

【写真１】          【写真２】          【写真３】 

 

 

 

 

 

 

 

 ② ふじようちえん（立川市） 

  ・天井部分をデッキで覆い、走り回れるようになっており、大変な開放感があった。（写真４） 

  ・安全性と開放性の確保のための工夫がされていた。（写真５） 

   例：ＰＨＳによる園内スピーカー放送、園内のどこからでも教室が見渡せる 等 

  ・幼稚園に通う子ども達の成長の視点からの工夫がされていた。（写真６） 

   例：裸足で過ごす室内、トイレのスリッパ置場、水道の蛇口、教室のドアの隙間 等 

  ・柔軟な空間利用のための工夫がされていた。（写真７） 

   例：教室を仕切る壁が移動式、給食室に隣接する憩いのスペース（保護者が利用可） 等 

  ・自然を感じながら過ごせるような工夫がされていた。（写真８） 

   例：天窓からの採光、樹木に接することのできる建物、菜園・井戸水・動物の飼育 等 

  ・保護者等が分かりやすい表示の工夫 
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   例：先生紹介や放課後活動等の掲示（玄関）、建物の屋根上のライトを利用した給食メニュ

ーの表示 等 

  ・施設と地域とのつながりのあり方について、園長先生と意見交換した。 

   例：園長先生のアドバイス 地域とのつながりをつくる際には責任の所在が問題になる等 

【写真４】          【写真５】          【写真６】 

 

 

 

 

 

 

 

【写真７】          【写真８】          【写真９】 

 

 

 

 

 

 

 

③ 武蔵野プレイス前の公園（武蔵野市） 

 ・周りにベンチや樹木が配置され、駅前にもかかわらず、寛げる空間となっている。（写真１０） 

 ・真ん中の広場的な空間で遊ぶ子ども達を見守れるように、周囲にベンチが配置されている。 

 ・イベント等での利用も可能なように、電気やガス等が地下に埋設されている。 

 ・備蓄倉庫やマンホールのトイレなど、大規模災害時の一時避難場所として想定されている。（写

真１２） 

 ・プレイスの１階のフロアが正面玄関を経由して公園とつながり一体感を演出している。 

 ・子どもから高齢者まで幅広い世代が利用している。 

 ・プレイスについては、小金井市民も利用可能であり、積極的に利用するのがよいと思う。 

【写真１０】         【写真１１】        【写真１２】 
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【参考】代々木ヴィレッジ（渋谷区） 

※当日夜及び翌日、事務局で現地を視察。委員には資料でのみ説明 

 ・コンテナを活用した２層式の商業施設（写真１３） 

 ・２階部分はウッドデッキで連結（写真１４） 

 ・敷地内には多種多様な植物が植えられ、ビルに囲まれているにもかかわらず緑豊かで、のんび

りとした空間を形成（写真１５） 

【写真１３】         【写真１４】        【写真１５】 
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（６） 策定委員会の開催経過等 

  ① 答申書（鑑文のみ） 

 

 

 

 

 

平成２４年１２月２５日  

 

小金井市長 稲葉 孝彦 様 

 

東小金井駅北口まちづくり事業用地   

整備活用計画策定委員会        

  委員長         加藤 仁美  

 

 

東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（案）等について（答申） 

 

 

 平成２３年８月１８日付け小企企発第７９号で諮問のあった東小金井駅北口

まちづくり事業用地整備活用計画（案）等について、東小金井駅北口まちづく

り事業用地整備活用計画策定委員会において審議した結果、下記のとおり、計

画案等をまとめましたので答申します。 

本委員会では、平成２３年８月１８日から平成２４年１１月２２日まで委員

会を１１回開催し、集中的に検討を重ねてきました。本市においては、危機的

な財政状況に加えて、ごみ処理問題をはじめ市政の課題が山積する一方、公共

施設に対する市民ニーズは高いものがあります。また、まちづくり事業用地は、

進む東小金井地域のまちづくりにおいて、核となるべき場所であると考えられ

ます。このような状況を踏まえ、本委員会では、市民アンケートを踏まえつつ

２回の市民ワークショップ、市民説明会及びパブリック・コメントを実施して

市民の意見に耳を傾け、また、専門家による採算実現可能性調査や行政内部の

関係部署による庁内ワークショップ等の結果も参考にして、まちづくり事業用

地に「広場と一体となった交流施設型」の公共施設を整備すべきとしました。

本計画（案）では、「多世代交流」「多目的複合」「最適な推進」を図る「東小金

井の居間（リビング）」とすることを基本的な考えとしています。加えて、本計

画（案）は公共施設の機能及び財源等を行政内部で検討していただいた点を踏

まえており、実現可能性の観点からも最適なものであると考えます。 

 貴職におかれましては、こうした経過を踏まえ、本答申を尊重し、東小金井

駅北口まちづくり事業用地整備活用計画を策定し、着実に実施されるよう希望

します。 

 

記 

 

１ 計画案 

 ⑴ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（案） 

⑵ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（案）（概要版） 

 

２ 参考資料等 

⑴ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に対する意見及

び検討結果について 

⑵ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（案）修正対照表 

⑶ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の検討経過

について 

⑷ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会名簿 

⑸ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会設置要綱 
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  ② 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の検討経過 

開催日 会議名等 検討内容等 

平成 23年 8月 18日 第１回策定委員会 ○委嘱、正副委員長の互選、諮問 

○検討の前提条件、検討体制及び検討スケジ

ュールの確認 

平成 23年 9月 4日 第１回市民ワークショップ ○事業用地活用の方向性 

○必要な機能 

○建設・運用で重視する点 

平成 23年 10月 27日 第２回策定委員会 ○市民ワークショップ（第１回）の結果報告

及び市民アンケート調査の結果報告 

○事業用地活用の方向性及び必要機能の検討 

平成 23年 11月 24日 第３回策定委員会 ○施設整備のあり方 

○事業手法の検討 

平成 23年 12月 1日 第４回策定委員会 ○施設整備及び事業手法案の検討 

平成 24年 1月 26日 第５回策定委員会 ○フィージビリティ・スタディの中間報告 

○市民ワークショップ（第２回）の検討 

平成 24年 2月 9日 第６回策定委員会 ○施設整備及び事業手法案の絞り込み 

平成 24年 3月 6日 第７回策定委員会 ○市民ワークショップ（第２回）の検討 

○施設整備及び事業手法案の絞り込み 

平成 24年 3月 18日 第２回市民ワークショップ ○市民ワークショップ参加者の投票による事

業案の絞り込み 

平成 24年 4月 12日 第８回策定委員会 ○市民ワークショップで絞り込まれた案に基

づく事業構想の検討 

平成 24年 5月 12日 先進地等視察 ○まちづくり事業用地（市内） 

○ふじようちえん(立川市) 

○武蔵野プレイス(武蔵野市) 

○代々木ヴィレッジ(渋谷区)※資料説明のみ 

平成 24年 5月 24日 第９回策定委員会 ○委員会提案（複数案）の検討 

平成 24年 8月 28日 第 10回策定委員会 ○計画（案）の検討 

平成 24年 9月 23日 市民説明会 

(市民会館・萌え木ホール、

東小金井駅開設記念会館) 

○計画（素案）の説明 

○パブリック・コメントの説明 

平成 24年 11月 22日 第 11回策定委員会 ○パブリック・コメントへの回答の検討 

○計画（案）の検討 

平成 24年 12月 25日 答申 ○計画（案）の市長への答申 

※各策定委員会での資料及び議事録は市ＨＰに掲載されていますのでそちらをご覧ください。 
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  ③ 委員名簿 

 
委員氏名 選出区分 備   考 

委 員 長 加 藤  仁 美 学識経験者 東海大学工学部建築学科教授 

副委員長 三 橋  誠 公募市民  

委 員 永 田  尚 人 公募市民  

 
本 川  交 公募市民  

 
鏡  諭 学識経験者 淑徳大学コミュニティ政策学部教授 

 
池 亀  ミ ヤ 関係団体の推薦する者 

東小金井駅北口土地区画整理事業関

係者 

 
伊 藤  美 香 関係団体の推薦する者 

東小金井駅北口土地区画整理事業関

係者 

 
今 井  啓 一 郎 関係団体の推薦する者 小金井市商工会推薦 

 
高 橋  清 徳 関係団体の推薦する者 小金井市商工会推薦 

 
大 久 保  勝 盛 関係団体の推薦する者 小金井青年会議所推薦 
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  ④ 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画の策定に当たり、東小金井駅北口まちづ

くり事業用地における公共施設の整備及び公共資産の活用の最適な在り方について、市民参加で

検討するため、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市長の諮問を受け、東小金井駅北口まちづくり事業用地における公共施設の整

備及び公共資産の最適な活用の在り方について検討し、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備

活用計画案を市長に答申するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

⑴ 市内在住、在勤又は在学の者 ３人以内 

⑵ 学識経験者 ２人以内 

⑶ 関係団体の推薦する者 ５人以内 

２ 市長は、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を委嘱することができる。この場合において、

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 第１項第１号の委員は、公募によるものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から答申の終了の日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を各１人置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

（意見聴取） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見

を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認めら

れるときは、会議に諮って非公開とすることができる。 

（謝礼） 
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第９条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（事務局） 

第１０条 委員会の事務局は、企画財政部企画政策課に置く。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮っ

て別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 
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